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第一 平成17年度改正における電子帳簿保存法等の

改正

一 電子帳簿保存法の改正

所得税法等の一部を改正する法律（平成17年法

律第21号）により、電子帳簿保存法が改正され

（改正法第７条）、電子取引の取引情報に係る電

磁的記録の保存制度の担保措置が講じられました。
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１ 改正前の制度の概要

国税関係帳簿書類について、電磁的記録等によ

る保存等の承認を受けている保存義務者が青色申

告を行っている個人又は法人であるときは、電磁

的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムによ

る保存等の要件違反は、青色申告の承認取消事由

に該当することとされています（電子帳簿保存法

11③）。

これは、青色申告者が国税関係帳簿書類を電磁

的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムによ

り保存等をする場合においては、その帳簿書類の

保存目的が達成されるためには、保存場所、保存

年数等の要件だけでなく、電磁的記録又は電子計

算機出力マイクロフィルムによる保存等の要件も

満たされる必要があることが考慮されたものです。

２ 改正の内容

所得税（源泉徴収に係る所得税を除きます。）

及び法人税に係る保存義務者は、電子取引（取引

情報（取引に関して受領し、又は交付する注文書、

契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに

準ずる書類に通常記載される事項をいいます。）

の授受を電磁的方式により行う取引をいいます。）

を行った場合には、財務省令で定めるところによ

り、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を

保存しなければならないこととされています。た

だし、財務省令で定めるところにより、当該電磁

的記録を出力することにより作成した書面又は電

子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、

その書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを

保存することとなります（電子帳簿保存法10）。

この電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保

存制度は、所得税法及び法人税法においては、取

引に関する書類の保存義務は課されていますが、

電子データにより取引が行われた場合には、原始

記録の保存が行われない結果となりかねないこと

から、平成10年に創設されたものです。しかし、

その後の情報通信技術の進展やペーパーレス取引

が急速に進む中、適正公平な課税を確保するため

の環境整備の必要性が更に高まり、電子取引の取

引情報に係る電磁的記録の保存義務を担保するた

めの措置として、電子取引の取引情報に係る電磁

的記録（書面又は電子計算機出力マイクロフィル

ムに出力したものを含みます。）について、電子

帳簿保存法に定める要件に適合した保存が行われ

ていない場合には、同法に所得税法及び法人税法

の読替規定を置き、保存義務者に係る所得税又は

法人税の青色申告の承認の取消し及び連結納税の

承認の取消しの対象とすること等の措置が講じら

れました（電子帳簿保存法11③）。

この結果、具体的には、所得税法、法人税法で

保存義務が課されている国税関係帳簿書類及び電

子帳簿保存法で保存義務が課されている電子取引

の取引情報に係る電磁的記録について、それぞれ

次のような保存担保措置が講じられました。

また、この改正に伴い、国税関係書類以外の書

類とみなされている電子取引の取引情報に係る電

磁的記録等の保存については（電子帳簿保存法11

③）、他の国税に関する法律に定めるもののほか、

この電子帳簿保存法の定めるところによることと

されました（電子帳簿保存法3）。

⑴ 所得税・法人税の青色申告の承認申請の却下

税務署長は、青色申告承認申請書の提出があっ

た場合には、その申請書を提出した居住者又は内

国法人につき、承認を受けようとする年又は事業

年度若しくは計算期間に係る帳簿書類の備付け、

記録又は保存が、電子帳簿保存法第４条各項（国

税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等）、第

５条各項（国税関係帳簿書類の電子計算機出力マ

イクロフィルムによる保存等）又は第10条（電子

取引の取引情報に係る電磁的記録の保存）に規定

する財務省令で定めるところに従って行われてい

ない事実があるときは、青色申告承認申請を却下

することができます（所法145一、法法123一）。

⑵ 所得税・法人税の青色申告の承認の取消し

青色申告の承認を受けた居住者又は内国法人に

つき、その年又は事業年度若しくは計算期間に係
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る帳簿書類の備付け、記録又は保存が、電子帳簿

保存法第４条各項（国税関係帳簿書類の電磁的記

録による保存等）、第５条各項（国税関係帳簿書

類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存

等）又は第10条（電子取引の取引情報に係る電磁

的記録の保存）に規定する財務省令で定めるとこ

ろに従って行われていない事実がある場合には、

納税地の所轄税務署長は、その年又は事業年度若

しくは計算期間までさかのぼって、その承認を取

り消すことができます（所法150①一、法法127①

一、②一）。

⑶ 連結納税の承認申請の却下

国税庁長官は、連結納税の申請書の提出があっ

た場合において、その申請を行っている連結予定

法人につき、連結事業年度において、帳簿書類の

備付け、記録又は保存が、電子帳簿保存法第４条

各項（国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存

等）、第５条各項（国税関係帳簿書類の電子計算

機出力マイクロフィルムによる保存等）又は第10

条（電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保

存）に規定する財務省令で定めるところに従って

行われることが見込まれない事実があるときは、

その申請を却下することができます（法法４の３

②三ロ）。

⑷ 連結納税の承認の取消し

連結法人につき、連結事業年度に係る帳簿書類

の備付け、記録又は保存が、電子帳簿保存法第４

条各項（国税関係帳簿書類の電磁的記録による保

存等）、第５条各項（国税関係帳簿書類の電子計

算機出力マイクロフィルムによる保存等）又は第

10条（電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保

存）に規定する財務省令で定めるところに従って

行われていない事実がある場合には、国税庁長官

は、その連結法人に係る連結納税の承認を取り消

すことができます（法法４の５①一）。

３ 適用関係

上記の改正は、平成17年４月１日以後に行う電

子取引の取引情報について適用し、同日前に行っ

た電子取引の取引情報については、なお従前の例

によることとされています（改正法附則60）。

二 国税通則法施行令の改正

所得税法等の一部を改正する法律（平成17年法

律第21号）により、国内において民法に規定する

組合契約その他これに類する契約に基づいて行う

事業から生ずる利益でその組合員である非居住者

又は外国法人がその契約に基づいて配分を受ける

一定のものについて、20％の税率により源泉徴収

を行うこととされ（所法212①、⑤）、平成17年４

月１日以後に開始する組合契約に定める計算期間

において生ずる利益について適用することとされ

た（改正法附則3）ことに伴い、国税通則法に定

める納税義務の成立時期の規定が整備される等所

要の規定の整備が行われました（通令５二、五）。

この改正は、所得税法施行令の一部を改正する政

令（平成17年政令第98号）附則第７条において措

置されています。

１ 改正前の制度の概要

源泉徴収による所得税の納税義務の成立時期は、

利子、配当、給与、報酬、料金その他源泉徴収を

すべきものとされている所得の支払の時とされて

います（通法15②二）。

２ 改正の内容

今回の改正では、国内において民法第667条第

１項（組合契約）に規定する組合契約（これに類

する契約を含みます。以下「組合契約」といいま

す。）に基づいて行う事業から生ずる利益でその

組合契約に基づいて配分を受けるもので一定のも

のについては国内源泉所得とされ（所法161一の

二）、その組合契約を締結している組合員である
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非居住者又は外国法人がその組合契約に定める計

算期間において生じたその国内源泉所得につき金

銭その他の資産（以下「金銭等」といいます。）

の交付を受ける場合には、その配分をする者は、

その金銭等の交付をした日（その計算期間の末日

の翌日から２月を経過する日までにその国内源泉

所得に係る金銭等の交付がされない場合には、同

日）においてその国内源泉所得について所得税を

徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日まで

に、これを国に納付しなければならないこととさ

れました（所法212⑤）。

この場合には、納税義務の成立時期の特例とし

て、金銭等の交付をした日を経過する時（計算期

間の末日の翌日から２月を経過する日までにその

交付がされない場合には、同日を経過する時）に

納税義務が成立することとされました（通令５

五）。

また、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税

法及び地方税法の特例等に関する法律（以下「租

税条約実施特例法」といいます。）第３条の２第

12項（配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税

率の特例等）において準用する所得税法第172条

第１項（給与等につき源泉徴収を受けない場合の

申告納税等）に該当する租税条約実施特例法第３

条の２第12項に規定する第三国団体配当等に対す

る所得税についても、その第三国団体配当等の支

払を受けるべき時に納税義務が成立するものとす

る納税義務の成立時期の特例の規定が整備されま

した（通令５二）。

３ 適用関係

上記の改正は、平成17年４月１日から施行され

ています（改正所令附則１）。

三 関税法の改正に伴う国税通則法等の改正

関税法の改正において、通関手続の適正化、迅

速化を図る観点から、関税において、除斥期間等

の延長や重加算税の導入等の措置が講じられまし

た。これに伴い、保税地域からの引取りに係る消

費税についても重加算税の対象に加えるとともに

（通法68④）、国税犯則取締法の通告処分の対象

である間接国税の範囲について、課税貨物に課さ

れる消費税から申告納税方式による消費税を除外

し、賦課課税方式が適用される課税貨物に課され

る消費税とされました（国犯規１一）。

これらの改正は、関税定率法等の一部を改正す

る法律（平成17年法律第22号）附則第10条及び関

税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関

係政令の整備等に関する政令（平成17年政令第

105号）第４条において行われています。

１ 改正前の制度の概要

各種加算税制度のうち重加算税制度は、消費税、

酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税、石油ガ

ス税及び石油石炭税（以下「消費税等」といいま

す。）に関しては、国内取引に係る消費税につい

てのみ適用され、他の消費税等については適用さ

れないこととされています（通法68④）。

また、国税犯則取締法による通告処分について

は、間接国税について適用され、間接国税として、

課税貨物に課される消費税、酒税、たばこ税、揮

発油税、地方道路税 、石油ガス税及び石油石炭

税が定められています（国犯規１）。

２ 改正の内容

今回の関税法の改正において、通関手続の適正

化、迅速化を図る観点から、申告納税方式の関税

について重加算税を導入し（関税法12の４）、通

告処分の対象としないこととなる（関税法137）

ことに伴い、申告納税方式の課税貨物に係る消費

税についても、重加算税の対象とし（通法68④）、

通告処分の対象としないこととなりました（国犯

規１一）。
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３ 適用関係

上記の改正のうち、重加算税の改正については、

平成17年10月１日から施行され、次に掲げる課税

貨物に係る消費税については、適用しないことと

されています（改正関税法附則１一、11）。

⑴ 施行日前に保税地域から引き取られた課税貨

物（⑶又は⑷に掲げる課税貨物を除く。⑵にお

いて同じ。）

⑵ 施行日以後に保税地域から引き取られる課税

貨物でその課税貨物に係る輸入申告が同日前に

されたもの

⑶ 消費税法第47条第１項の規定による申告（同

条第３項の場合に限ります。⑷において「消費

税特例申告」といいます。）に係る課税貨物で

あって同条第３項に規定する引取りの日の属す

る月の翌月末日（⑷において「申告期限」とい

います。）が施行日前に到来するもの

⑷ 消費税特例申告に係る課税貨物であって申告

期限が施行日以後に到来するもののうちその消

費税特例申告が同日前にされたもの

また、通告処分に係る国税犯則取締法施行規則

の改正は、平成17年10月１日から施行され、同日

前にした行為及び上記⑴から⑷までに掲げる課税

貨物に関して同日以後にした行為に係る消費税に

関する犯則事件については、なお従前の例による

こととされています（改正関税整備政令附則１、

３）。

四 税理士会等に提出する申請等のオンライン化

税理士となるための登録申請等、税理士会等に

対して行う申請等については、「行政手続等にお

ける情報通信の技術の利用に関する法律」（平成

14年法律第151号）（以下「情報通信技術利用法」

といいます。）により、法令上オンライン化が可

能となっていますが、オンラインで申請等を行う

場合の対象範囲や方法等については、主務省令に

委任されており、今回その主務省令が定められま

した。この改正は、平成17年3月31日に公布され

た税理士法施行規則の一部を改正する省令（平成

17年財務省令第28号）により改正されています。

１ 改正の内容

⑴ 電子申請の対象手続

情報通信技術利用法の規定に基づき又は準じて、

電子情報処理組織を使用して行わせることができ

る税理士会等に対する申請等は、以下のものです

（税規27①）。

税理士の登録申請（税法21①）、変更登録の申

請（税法20）、登録の抹消の届出（税法26②）、税

理士証票の再交付申請（税法28②）、税理士法人

の成立の届出（税法48の10①）、税理士法人の定

款変更の届出（税法48の13）、税理士法人の解散

の届出（税法48の18③）、税理士法人の合併の届

出（税法48の19③）、紛議の調停の請求（税法49

の10）、税理士証票亡失・損壊の届出（税規13②）

⑵ 電子情報処理組織による申請等の手続

電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、

日本税理士会連合会の使用に係る電子計算機と電

気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子

計算機から、当該申請等に関する規定において書

面等に記載すべきこととされている事項を入力し

て送信することにより、その申請等を行わなけれ

ばなりません（税規27②）。

⑶ 添付書面等の扱い

電子情報処理組織を使用して申請等が行われる

場合において、日本税理士会連合会又は税理士会

は、その申請等に関する規定に基づき添付すべき

こととされている書面等に記載されている事項又

は記載すべき事項を併せて入力して送信させるこ

とをもつて、その書面等の提出に代えさせること

ができます（税規27③）。
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⑷ 登録申請書の副本の扱い

電子情報処理組織を使用して税理士の登録申請

書（税法21①）の提出が行われた場合には、その

登録申請書の副本三通が添付されたものとみなさ

れます（税規27④）。

２ 適用関係

上記の改正は、平成17年４月１日から施行され

ています。

第二 国税関係書類のスキャナ保存制度の創設

一 創設の経緯

現在、法令により義務付けられている紙での保

存が、民間の経営活動や業務運営の効率化の阻害

要因となっており、日本経団連をはじめとする民

間企業等から政府に対して、法令により義務付け

られている紙での保存について早期に電子保存が

可能となるようこれまで数度にわたり強い要望が

なされてきました。また、技術的にも情報通信技

術の進展により、紙での保存に代えて、電子的に

保存することが基本的に可能となっています。

このような状況を踏まえ、書面の保存等に要す

る負担軽減を通じて国民の利便性の向上、国民生

活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与するた

め、民間事業者等に対して書面の保存が法令上義

務付けられている場合について、税務関係書類を含

めた原則としてすべての書類に係る電磁的記録に

よる保存等を行うことを可能とするため、これまで

ＩＴ戦略本部を中心に検討が進められてきました。

この結果、民間の文書保存に係る負担の軽減を

図るため、紙での保存を義務付けている多数の法

令について、統一的な方針の下に電子保存を容認

する措置を講ずることとされ、高度情報通信ネッ

トワーク社会形成基本法に基づき作成された「e-

Japan重点計画－2004」（平成16年６月15日 IT

戦略本部決定）において、民間における文書・帳

票の電子的な保存を原則として容認する統一的な

法律の制定を行うものとされたことを受けて、関

係法律案が平成16年10月12日に第161回臨時国会

へ提出され、衆議院内閣委員会及び参議院内閣委

員会における審議を経て、全会一致で原案のまま

可決成立し、「民間事業者等が行う書面の保存等

における情報通信の技術の利用に関する法律（平

成16年法律第149号）」（以下「e-文書通則法」と

いいます。）と「民間事業者等が行う書面の保存

等における情報通信の技術の利用に関する法律の

施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成

16年法律第150号）」（以下「e-文書整備法」とい

います。）が、平成16年12月１日に公布されました。

e-文書通則法は、民間事業者等が電磁的記録に

よる保存等をできるようにするための共通事項を

定めたものであり、通則法形式の採用により、約

250本の法律による保存義務について、法改正せ

ずに電子保存が容認されます。また、e-文書整備

法は、文書の性質上一定の要件を満たすことを担

保するために行政庁の承認等特別の手続きが必要

である旨の規定等、e-文書通則法のみでは手当て

が完全でないもの等について、約70本の個別法の

一部改正により、所要の規定を整備しています。

税務関係書類については、適正公平な課税の確

保のため、税務署長の事前承認を要件としており、

e-文書整備法において電子帳簿保存法を改正して

措置しています。

国税関係書類の電子化については、税務行政の

根幹である適正公平な課税を確保しつつ、電子化

によるコスト削減を如何に図るかという観点から、

業界団体等とも意見交換しながら、これまで積極

的に検討が進められて来ました。

今回の電子帳簿保存法の改正では、適正公平な

課税を確保するため、特に重要な文書である決算
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関係書類や帳簿、一部の契約書・領収書を除き、

原則的に全ての書類を対象に、真実性・可視性を

確保できる要件の下で、スキャナ保存（スキャナ

を利用して作成された電磁的記録による保存をい

います。）を認めることとしています。

この電子帳簿保存法の改正を受けて、平成17年

１月31日に、電子計算機を使用して作成する国税

関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施

行規則の一部を改正する省令（平成17年財務省令

第１号）、同規則第３条第５項第４号ニの規定に

基づく国税庁長官の定め（平成17年国税庁告示第

３号）、同規則第３条第６項の規定に基づき書類

を定める国税庁長官の定め（平成17年国税庁告示

第４号）が公布され、具体的な保存要件等が定め

られました。

なお、衆議院内閣委員会及び参議院内閣委員会

における議決に際し、次の附帯決議が付されまし

た。

○ 衆議院内閣委員会の附帯決議（平成16年11月10

日）

民間事業者等が行う書面の保存等における情報

通信の技術の利用に関する法律案及び民間事業者

等が行う書面の保存等における情報通信の技術の

利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律案に対する附帯決議

政府は、両法律の施行に当たっては、次の諸点

について適切な措置を講ずべきである。

一 両法律の施行に伴う主務省令等の制定及びそ

の運用に当たっては、国会における議論及び民

間事業者等の意見を十分に踏まえるとともに、

経済社会情勢等の推移に応じて必要な見直しを

行うこと。また、主務省令等の内容について、

国民の経済活動等に支障のないよう、十分周知

徹底すること。

二 情報の改ざん、漏えい、不正使用等が行われ

ないよう、民間事業者等に対して、情報通信の

技術革新に対応したセキュリティ対策及び個人

情報の保護のための適切な措置が講じられるよ

う必要な助言等を行うこと。

三 税務関係書類の電子的な保存については、適

正公平な課税及び電子化によるコスト削減等の

観点を踏まえつつ、適宜その対象範囲の見直し

を行うこと。

四 処方せんの電子的な作成・交付等については、

患者等の利便性の向上、技術的実現可能性等を

踏まえつつ、その可否について引き続き検討し

ていくこと。

五 地方公共団体において両法律の趣旨にのっと

り適切な措置が講じられるよう、情報提供その

他必要な措置を講ずるものとすること。

○ 参議院内閣委員会の附帯決議（平成16年11月18

日）

民間事業者等が行う書面の保存等における情報

通信の技術の利用に関する法律案及び民間事業者

等が行う書面の保存等における情報通信の技術の

利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律案に対する附帯決議

政府は、両法律の施行に当たっては、ＩＴを活

用した情報処理の促進及び書面の保存等に係る負

担軽減等を通じた国民の利便性の向上を図るとい

う法の目的を十分に踏まえ、次の事項の実現を期

すべきである。

一、主務省令等の制定に当たり、民間保存文書等

について、原則としてすべて電子保存を可能に

するという法の趣旨に適うように可能な限り対

象範囲を拡大するとともに、それらの整合性等

を図るために、ＩＴ戦略本部及び省庁間におい

て十分な調整を行うこと。また、主務省令等は、

両法律の施行の前に公布するよう努めること。

二、主務省令等の内容について、民間事業者等の

経済活動及び国民生活に支障のないよう十分周

知徹底するとともに、情報通信技術の発達及び

民間事業者等の経済活動等の態様の変化を踏ま

え、適時必要な見直しを行うこと。

三、情報の改ざん、漏えい、不正使用等が行われ

ないように、情報通信技術の発達に対応したセ

キュリティ対策及び個人情報の保護のための適

切な措置が講じられるよう、民間事業者等に対

して必要な助言、情報提供その他必要な措置を

講ずること。
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四、税務関係書類の電子的な保存については、適

正公平な課税の観点を踏まえつつ、対象範囲の

拡大に向けて積極的な検討を行うこと。

五、地方公共団体においても書面の保存等におけ

る情報通信技術の利用の促進を図るため、政府

は、適切な情報提供その他必要な支援措置を講

ずること。

以下は、e-文書通則法の概要並びに e-文書整

備法における電子計算機を使用して作成する国税

関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の

改正及び各税法等における質問検査権等の規定の

整備について説明します。

二 e-文書通則法の概要

１ 法律の内容

e-文書通則法により電子保存が容認される法律

数は約250本（医師法（診療録）、商法（損益計算

書）等）になります。

しかし、制度によっては、現在の情報通信の技

術水準によっても、電磁的記録では書面に代替で

きない場合があり、次のような場合にはその書面

に代えて電磁的記録による保存を行うことは適当

でないことから、その対象とはされていません。

① 緊急時に即座に見読可能な状態にする必要が

あるもの（船舶に備える安全手引書など）

② 現物性が極めて高いもの（免許証、許可証な

ど）

③ 条約による制限があるもの

④ その他

e-文書通則法の内容については、次のとおりで

す。

⑴ 目的等

e-文書通則法は、民間事業者等が行う書面の保

存等に関し、電子情報処理組織を使用する方法そ

の他の情報通信の技術を利用する方法により行う

ことができるようにするための共通の事項を定め

ることにより、書面の保存等に係る負担等の軽減

等を通じて国民の利便性の向上を図ることが目的

とされています（e-文書通則法１）。

⑵ 電磁的記録の保存

民間事業者等は、保存（注１）のうち法令の規

定により書面（注２）をもって行わなければなら

ないとされているものについて、当該書面に代え

て電磁的記録の保存を行うことができるものとさ

れました（e-文書通則法３①）。この電磁的記録

の保存については、書面により行わなければなら

ないとした保存に関する法令に規定する書面によ

り行われたものとみなして、当該保存に関する法

令を適用することとされています（e-文書通則法

３②）。

(注１) 保存のほか、保管し、管理し、備え、備え

置き、備え付け、又は常備することを含みま

す（裁判手続等において行うものを除きま

す。）。

(注２) 書面のほか、書類、文書、謄本、抄本、正

本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚

によって認識することができる情報が記載さ

れた紙その他の有体物を含みます。

⑶ 電磁的記録による作成

民間事業者等は、作成（注３）のうち他の法令

の規定により書面をもって行わなければならない

とされているものについて、当該書面に代えて電

磁的記録の作成を行うことができるものとされま

した（e-文書通則法４①）。この電磁的記録の作

成については、書面により行わなければならない

とした作成に関する法令に規定する書面により行

われたものとみなして、当該作成に関する法令を

適用することとされています（e-文書通則法４

②）。

(注３) 作成のほか、記載し、記録し、又は調製す

ることを含みます（裁判手続等において行う

ものを除きます。）。
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⑷ 電磁的記録による縦覧等

民間事業者等は、縦覧等のうち他の法令により

書面により行わなければならないとされているも

のについて、当該書面の縦覧に代えて電磁的記録

に記録されている事項等の縦覧等を行うことがで

きるものとされています（e-文書通則法５①）。

この電磁的記録に記録されている事項等の縦覧等

については、書面により行わなければならないと

した縦覧等に関する法令に規定する書面により行

われたものとみなして、当該縦覧等に関する法令

の規定を適用することとされています（e-文書通

則法５②）。

⑸ 電磁的記録による交付等

民間事業者等は、交付等のうち他の法令により

書面により行わなければならないとされているも

のについて、当該交付等の相手方の承諾を得て、

書面の交付等に代えて電磁的方法により当該書面

に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等

を行うことができるものとされました（e-文書通

則法６①）。電磁的記録により行われた交付等に

ついては、書面により行わなければならないとし

た交付等に関する法令に規定する書面により行わ

れたものとみなして、当該交付等に関する法令を

適用することとされています（e-文書通則法６

②）。

⑹ 条例に基づく書面の保存等に係る情報通信の

技術の利用の推進等

地方公共団体は、条例又は規則に基づいて民間

事業者その他の者が行う書面の保存等における情

報通信の技術の利用の推進を図るため、条例又は

規則に基づく書面の保存等について必要な措置を

講ずることその他必要な施策の実施に努めなけれ

ばならないこととされました（e-文書通則法７

②）。

２ 適用関係

e-文書通則法は、平成17年４月１日から施行す

ることとされています（e-文書通則法附則）。

３ 税理士法関係の主務省令

e-文書通則法を受けて、財務省では、財務省の

所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う

書面の保存等における情報通信の技術の利用に関

する規則（平成17年財務省令第16号）を制定しま

した。この中で税理士法関係では、税理士業務に

関する帳簿（税法41②）や税理士法人に保存義務

が課されている商業帳簿（税法48の21②において

準用する商法36条）等が e-文書通則法による電

磁的記録の保存等の対象とされ、保存方法等が同

省令に定められました。

三 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存

方法等の特例に関する法律（電子帳簿保存法）の改正の概要

１ 改正前の制度の概要

国税に関する法律の規定により保存をしなけれ

ばならないこととされている書類（以下「国税関

係書類」といいます。）の保存をしなければなら

ない者（以下「保存義務者」といいます。）は当

該国税関係書類の全部又は一部について、自己が

一貫して電子計算機を使用して作成する場合であ

って、納税地等の所轄税務署長等の承認を受けた

ときは、一定の要件の下で、承認を受けた国税関

係書類に係る電磁的記録の保存をもってその国税

関係書類の保存に代えることができることとされ

ています（電子帳簿保存法４②）。

２ スキャナ保存制度の概要

今回の改正により、保存義務者は、国税関係書

類（財務省令で定めるものを除きます。）の全部

又は一部について、その国税関係書類に記載され

ている事項を財務省令で定める装置により電磁的

記録に記録する場合であって、所轄税務署長等の
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承認を受けたときは、財務省令で定めるところに

より、その承認を受けた国税関係書類に係る電磁

的記録の保存をもってその承認を受けた国税関係

書類の保存に代えることができることとなりまし

た（電子帳簿保存法４③）。

国税関係書類のうち、財務省令で除かれるもの

としては、決算関係書類や契約書、領収書が定め

られています（電子帳簿保存法規則３③）。

国税関係書類に記載されている事項を電磁的記

録に記録する財務省令で定める装置として、スキ

ャナ（原稿台と一体となったものに限ります。）

が定められています（電子帳簿保存法規則3④）。

したがって、デジタルカメラやハンドスキャナは、

この装置の対象とはなりません。

国税関係書類に係る電磁的記録の保存を行うに

当たって、真実性を確保するための要件や可視性

を確保するための要件が財務省令で定められてい

ます。

スキャナ保存を認めることとされたことにより、

相手方から受け取った見積書、契約の申込書、請

求書等ほとんどの書類がその対象とされ、スキャ

ナ保存を強く要望している個別企業においては、

保存量の９割を超える部分の電子化が可能となる

ことから、大幅な負担軽減効果が見込まれます。

⑴ 対象となる国税関係書類の範囲

これまでの電子帳簿保存法においては、最初か

ら電子的に作成された帳簿書類については、内容

を変更する度に変更履歴が電子データの中に残る

等、真実性、可視性が確保される保存要件を満た

すことについて所轄税務署長等の事前承認を受け

た場合には、そのまま電子的に保存することが可

能ですが、取引の相手方から紙で受け取った書類

等のスキャナ保存については、電子的に保存する

際、元の書類を改ざんしてスキャナで読み取る等

された場合には、改ざんを発見することが困難で

あるため、税法上の書類として保存することは認

められていません。改ざん防止の観点から考える

と、紙文書をスキャナで読み込み、イメージ文書

で保存する場合には、イメージ化前の紙段階での

改ざんとイメージ化後のコンピュータ内での改ざ

んが行われる可能性があります。イメージ化後の

改ざんについては、いくつかの改ざん防止措置の

組合せにより、改ざんをほぼ完全に把握すること

も可能になりましたが、イメージ化前に紙文書を

改ざんした上でスキャナ保存された場合には、紙

質、筆圧等の情報が消失し、不正把握の重要な端

緒が消失してしまうことになります。

したがって、現在の技術では、改ざん防止の点

でイメージ文書を紙と同等のものとして取り扱う

ことはできず、適正公平な課税を確保するため、

特に重要な文書については、引き続き紙による保

存を求めることとし、それ以外の全ての書類につ

いて一定の要件の下で、電子的な保存を認めるこ

ととされました。

対象書類については、国税関係書類のうち対象

としない書類を財務省令で定めることとし、省令

においては次に掲げる書類が定められています。

① 決算関係書類・帳簿

税金を算出するための最も基本的な書類です。

省令では、決算関係書類として、棚卸表、貸

借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は

決算に関して作成されたその他の書類が定めら

れています（電子帳簿保存法規則3③一）。

② 契約書及び領収書

個々の取引の実態、金銭の授受を証明するた

めの最も基本的な書類です。

省令では、取引に関して、相手から受け取っ

た契約書、領収書その他これらに準ずる書類及

び自己の作成したこれらの書類でその写しのあ

るものはその写しが定められています（電子帳

簿保存法規則3③二）。

なお、契約金額の記載のある契約書又は金銭

若しくは有価証券の受取書で、その記載された

契約金額又は受取金額が3万円未満のものにつ

いては、税務執行上支障が少ないため、保存コ

スト軽減にも配慮して、電子的な保存を認める

こととされています（電子帳簿保存法規則3③

二）。

これらの書類を紙で保存させることにより、そ
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の他の書類の改ざんを抑制し、改ざんされても、

その取引内容を検証することが可能となります。

したがって、対象となる国税関係書類は、国税

関係書類のうち決算関係書類並びに契約書及び領

収書を除いた全ての書類となります。

また、国税関係書類のスキャナ保存は、保存義

務者の選択により、その全部又は一部の国税関係

書類について承認を受けることができます。

⑵ 所轄税務署長等の承認

① 一般的な承認申請

保存義務者は、スキャナ保存の承認を受けよ

うとする場合には、その承認を受けようとする

国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって

その国税関係書類の保存に代える日（その国税

関係書類が二以上ある場合において、その代え

る日が異なるときは、最初に到来する代える

日。）の３月前の日までに、国税関係書類の種

類、国税関係書類に記載されている事項を電磁

的記録に記録する装置の概要、その他財務省令

で定める事項を記載した申請書に財務省令で定

める書類を添付して、これを所轄税務署長等に

提出しなければならないこととされています

（電子帳簿保存法６②）。ただし、e-文書整備

法の施行の日（平成17年４月１日）から1年を

経過する日（平成18年３月31日）までの間にお

いては、「３月前」というのは「５月前」とさ

れますので（e-文書整備法附則３）、スキャナ

保存をもって国税関係書類の保存に代える日の

５月前の日までに、承認申請書を提出しなけれ

ばならないこととされます。したがって、保存

義務者が平成17年４月１日に申請すれば、５月

後の９月２日からスキャナ保存を開始するもの

について、承認を受けることができることとな

ります。

② 新設法人の場合の特例

新たに設立された法人が、スキャナ保存の承

認を受けようとする場合において、その承認を

受けようとする国税関係書類の全部又は一部が、

その設立の日から同日以後６月を経過する日ま

での間に国税関係書類に係る電磁的記録の保存

をもって当該国税関係書類の保存に代えるもの

であるときは、設立の日以後３月を経過する日

までに、申請書を所轄税務署長等に提出するこ

とができることとされています（電子帳簿保存

法６②ただし書）。ただし、e-文書整備法の施

行の日（平成17年４月１日）から１年を経過す

る日（平成18年３月31日）までの間においては、

「６月」というのは「８月」とされます（e-文

書整備法附則３）ので、当面、新設法人の設立

の日から同日以後８月を経過する日までの間に

国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって

当該国税関係書類の保存に代えるものであると

きは、設立の日以後３月を経過する日までに、

申請書を所轄税務署長等に提出することができ

ることとされます。

⑶ 申請の却下

所轄税務署長等は、スキャナ保存の申請書の提

出があった場合において、その申請書に係る国税

関係書類の全部又は一部につき、とりやめ届出書

の提出、承認の取消し処分の通知後、1年以内に

申請書が提出された場合やスキャナ保存に係る電

磁的記録の保存が、保存要件に従って行われない

と認められる相当の理由があるときは、その該当

する事実がある国税関係書類について、その申請

を却下することができます（電子帳簿保存法６

③）。この却下処分の通知をする場合には、所轄

税務署長等は、その理由を記載した書面により行

わなければなりません（電子帳簿保存法６④）。

⑷ 自動承認制度

スキャナ保存の申請書の提出があった場合にお

いて、国税関係書類に係る電磁的記録の保存をも

ってその国税関係書類の保存に代える日の前日

（新設法人の場合の特例によって申請書が提出さ

れる場合には、その提出の日から３月を経過する

日）までにその申請につき承認又は却下の処分が

なかったときは、同日においてその承認があった

ものとみなされます（電子帳簿保存法６⑤）。た
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だし、e-文書整備法の施行の日（平成17年４月１

日）から１年を経過する日（平成18年３月31日）

までの間においては、「３月」というのは「５月」

とされます（e-文書整備法附則３）。

⑸ 所轄外税務署長への提出

保存義務者は、スキャナ保存の承認を受けよう

とする国税関係書類につき、所轄税務署長等のほ

かに申請書の提出に当たり便宜とする税務署長

（「所轄外税務署長」といいます。）がある場合に

おいて、その所轄外税務署長がその便宜とする事

情について相当の理由があると認めたときは、財

務省令で定めるところにより、その所轄外税務署

長を経由して、申請書をその所轄税務署長等に提

出することができます。この場合、その申請書が

所轄外税務署長に受理されたときは、その申請書

は、その受理された日に所轄税務署長等に提出さ

れたものとみなされます（電子帳簿保存法６⑥）。

⑹ 電子保存のとりやめ

スキャナ保存の承認を受けている保存義務者は、

その承認を受けている国税関係書類（以下「電磁

的記録に係る承認済国税関係書類」といいます。）

の全部又は一部について、電磁的記録の保存をや

めようとする場合には、財務省令で定めるところ

により、そのやめようとする電磁的記録に係る承

認済国税関係書類の種類その他必要な事項を記載

した届出書を所轄税務署長等に提出しなければな

りません。この場合、その届出書の提出があった

ときは、その提出があった日以後は、届出書に係

る電磁的記録に係る承認済国税関係書類について

は、その承認は、その効力を失うものとされます

（電子帳簿保存法７①）。

⑺ 申請事項の変更

スキャナ保存の承認を受けている保存義務者は、

電磁的記録に係る承認済国税関係書類に係る申請

書（その申請書に添付した書類を含みます。）に

記載した事項（国税関係書類の種類を除きます。）

の変更をしようとする場合には、財務省令で定め

るところにより、その旨その他必要な事項を記載

した届出書を所轄税務署長等に提出しなければな

りません（電子帳簿保存法７②）。

⑻ スキャナ保存の承認の取消し

所轄税務署長等は、電磁的記録に係る承認済国

税関係書類の全部又は一部について、その電磁的

記録の保存が行われていなかったり、その電磁的

記録の保存が財務省令で定める要件に従って行わ

れていない事実があるときは、その該当する事実

がある電磁的記録に係る承認済国税関係書類につ

いて、その承認を取り消すことができます（電子

帳簿保存法８①）。所轄税務署長等がこの承認の

取消処分をするときは、その旨及びその理由を記

載した書面により通知しなければなりません（電

子帳簿保存法８②）。

⑼ e- 書通則法の適用除外

国税関係帳簿書類については、電子帳簿保存法

が適用されるため、e-文書通則法第３条（電磁的

記録による保存）及び第４条（電磁的記録による

作成）の規定は適用しないこととされました（電

子帳簿保存法９の２）。

⑽ スキャナ保存 書の他の国税に関する法律の

規定の適用

スキャナ保存の承認を受けている国税関係書類

に係る電磁的記録に対する他の国税に関する法律

の規定の適用については、その電磁的記録は、そ

の国税関係帳簿書類とみなされます（電子帳簿保

存法11①）。

スキャナ保存 書の青色申告承認取消し

スキャナ保存の要件に適合した保存がされてい

ない場合には、所得税、法人税の青色申告の承認

の取消し及び連結納税の承認の取消しの対象とさ

れます（電子帳簿保存法11③）。

スキャナ保存の要件

スキャナ保存を認めるに当たっては、適正公平
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な課税を確保する観点から、真実性を確保するた

めの要件及び可視性を確保するための要件を満た

していることが必要とされています。具体的には、

以下のような要件について、財務省令で定められ

ています。

① 真実性を確保するための要件

真実性を確保するため、例えば、次に掲げる

要件が定められています。

・ 一定水準の解像度・カラー画像（紙と同程

度の小さな文字、色を再現）

・ 電子署名（偽造不能な署名を付して改ざん

を防止）

・ タイムスタンプの付与（イメージ化した時

刻を第三者が証明）

・ ヴァージョン管理（改ざん等の内容を事後

に確認）

・ 文書の作成・取得から一定期間内にスキャ

ナ保存を行う（改ざん可能時期を制限）

② 可視性を確保するための要件

税務調査に際して、紙の文書と同様の効率的

な調査が行えるようにするため、例えば、次に

掲げる要件が定められています。

・ 重要な項目の検索機能

・ ディスプレイ、プリンタ等の備付け

３ スキャナ保存制度の保存要件の概要

⑴ 入力要件

次のいずれかの方法により入力すること。

① 国税関係書類に係る記録事項の入力をその

作成又は受領後、速やかに行うこと（電子帳

簿保存法規則３⑤一イ）。

② 国税関係書類に係る記録事項の入力をその

業務の処理に係る通常の期間を経過した後、

速やかに行うこと（電子帳簿保存法規則３⑤

一ロ）。

(注) この方法は、国税関係書類の作成又は受

領から入力までの各事務の処理に関する規

程を定めており、かつ、その国税関係書類

に係る電磁的記録の記録事項に関連する国

税関係帳簿が、電子帳簿保存法第４条第１

項又は第５条第１項の承認を受けた電子帳

簿である場合に限られます（電子帳簿保存

法規則３⑤一ロ括弧書き）。

⑵ 電子計算機処理システムの要件

⑴の入力に当たっては、次に掲げる要件を満た

す電子計算機処理システムを使用すること。

① 解像度・階調

⒜ 解像度が、日本工業規格Ｚ6016の4.1.1に

規定する「一般文書の変換時の解像度」であ

る1㎜当たり8ドット（200dpi）以上で読み取

るものであること（電子帳簿保存法規則３⑤

二イ⑴）。

⒝ 赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ256

階調(1677万色)以上で読み取るものであるこ

と（電子帳簿保存法規則３⑤二イ⑵）。

② 電子署名

国税関係書類をスキャナで読み取る際に、一

の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に、入

力を行う者又はその者を直接監督する者の電子

署名を行うこと（電子帳簿保存法規則３⑤二

ロ）。

(注) 電子署名は、認定認証事業者（電子署名及

び認証業務に関する法律第４条第１項の認定

を受けた者をいいます。）により、同法第２条

第３項に規定する特定認証業務が行われる同

条第１項に規定する電子署名又は商業登記法

第12条の２第１項第１号に規定する措置で次

に掲げる要件を満たすものに限られます。

⒜ 電子署名を行った日がその電子署名に係

る電子証明書の有効期間又は商業登記法第

12条の２第１項第２号の証明を請求するこ

とができる期間内であること（電子帳簿保

存法規則３⑤二ロ⑴）。

(注) 電子証明書とは、利用者が電子署名

を行ったものであることを確認するた

めに用いられる事項が当該利用者に係

るものであることを証明するために作

成する電磁的記録をいいます。

⒝ 電子署名が、電子証明書の有効期間内に
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おいて、利用者から電子証明書の失効の請

求があったものであること、電子証明書に

記録された事項に事実と異なるものが発見

されたものであることその他これらに類す

る事由に該当しないこと（電子帳簿保存法

規則３⑤二ロ⑵）。

⒞ ⒜及び⒝について、国税関係書類の保存

期間（国税に関する法律の規定により国税

関係書類の保存をしなければならないこと

とされている期間をいいます。）を通じ、認

定認証事業者又は商業登記法第12条の２第

５項に規定する登記官に対して確認する方

法その他の方法により確認することができ

ること（電子帳簿保存法規則３⑤二ロ⑶）。

⒟ 課税期間（国税通則法第２条第９号に規

定する課税期間をいいます。具体的には、

所得税であれば暦年、法人税であれば事業

年度、連結事業年度、計算期間等をいいま

す。）中の任意の期間を指定し、その期間内

に行った電子署名について、一括して検証

することができること（電子帳簿保存法規

則３⑤二ロ⑷）。

③ タイムスタンプ

国税関係書類をスキャナで読み取る際に、

電子署名が行われているその国税関係書類に

係る電磁的記録の記録事項に財団法人日本デ

ータ通信協会が認定する業務に係るタイムス

タンプを付すこと（電子帳簿保存法規則３⑤

二ハ）。

(注) タイムスタンプは、財団法人日本データ

通信協会が認定する業務に係るもので、次

に掲げる要件を満たすものに限られます。

⒜ その記録事項が変更されていないこと

について、国税関係書類の保存期間を通

じ、その業務を行う者に対して確認する

方法その他の方法により確認することが

できること（電子帳簿保存法規則３⑤二

ハ⑴）。

⒝ 課税期間中の任意の期間を指定し、そ

の期間内に付したタイムスタンプについ

て、一括して検証することができること

（電子帳簿保存法規則３⑤二ハ⑵）。

④ 読み取った際の解像度等の情報の保存

国税関係書類をスキャナで読み取った際の

解像度、階調及び国税関係書類の大きさに関

する情報を保存すること（電子帳簿保存法規

則３⑤二ニ）。

⑤ ヴァージョン管理

国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項

について訂正又は削除を行った場合には、こ

れらの事実及び内容を確認することができる

こと（電子帳簿保存法規則３⑤二ホ）。

⑶ スキャニングした書類と帳簿との関連性の確

保

国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項とそ

の国税関係書類に関連する国税関係帳簿の記録事

項（その国税関係帳簿が、電子帳簿保存法第４条

第１項又は第５条第１項若しくは第３項の承認を

受けているものである場合には、その国税関係帳

簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロ

フィルムの記録事項）との間において、相互にそ

の関連性を確認することができるようにしておく

こと（電子帳簿保存法規則３⑤三）。

⑷ 可視性の確保

国税関係書類に係る電磁的記録の保存をする場

所にその電磁的記録の電子計算機処理の用に供す

ることができる電子計算機、プログラム、14イン

チ（映像面の最大径が35ｃｍ）以上のカラーディ

スプレイ及びカラープリンタ並びにこれらの操作

説明書を備え付け、その電磁的記録をカラーディ

スプレイの画面及び書面に、次のような状態で速

やかに出力することができるようにしておくこと

（電子帳簿保存法規則３⑤四）。

① 整然とした形式であること。

② 国税関係書類と同程度に明りょうであること。

③ 拡大又は縮小して出力することが可能である

こと。

④ 国税庁長官が定めるところにより日本工業規
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格Ｚ8305に規定する4ポイントの大きさの文字

を認識することができること。

国税庁長官が定めるところとして、次の事項

が定められています（平成17年国税庁告示第3

号）。

日本工業規格Ｘ6933に準拠したテストチャー

トを保存義務者が使用する電子計算機処理シス

テムで入力し、そのテストチャートに係る電磁

的記録を出力した画面及び書面において、日本

工業規格Ｘ6933における４の相対サイズの文字

及びＩＳＯ図形言語を認識することができるこ

ととすることとしています。

⑸ システムの概要書等の備付け

電子計算機処理システムの概要を記載した書類、

そのシステムの開発に際して作成した書類、操作

説明書、電子計算機処理及び保存に関する事務手

続を明らかにした書類を備え付けること（電子帳

簿保存法規則３⑤五）。

⑹ 検索機能の確保

次の要件を満たす検索機能を確保しておくこと

（電子帳簿保存法規則３⑤五）。

① 取引年月日、その他の日付け、取引金額その

他の国税関係書類の種類に応じた主要な記録項

目（記録項目）を検索の条件として設定するこ

とができること。

② 日付け又は金額に係る記録項目については、

その範囲を指定して条件を設定することができ

ること。

③ 2以上の任意の記録項目を組み合わせて条件

を設定することができること。

４ スキャナ保存制度の適時入力方式

保存義務者は、国税関係書類のうち国税庁長官

が定める資金や物の流れに直結・連動しない書類

に記載されている事項をスキャニングする場合に

は、入力要件、タイムスタンプ要件（上記３⑴及

び⑵③）以外の要件を満たし、電磁的記録の保存

に併せて、その電磁的記録の作成及び保存に関す

る事務の手続を明らかにした書類（その事務の責

任者が定められているものに限ります。）の備付

けを行うことにより、スキャナ保存をすることが

できます（電子帳簿保存法規則３⑥）。

国税庁長官が定める資金や物の流れに直結・連

動しない書類として、国税関係書類のうち、次に

掲げる書類以外の書類が定められています（平成

17年国税庁告示第４号）。

したがって、次に掲げる書類は、適時入力方式

の対象とはならず、これらの書類以外の書類は、

適時入力方式による入力ができることになります。

⑴ 所得税法施行規則第63条第３項に規定する現

金預金取引等関係書類のうち、帳簿に同規則第

58条第１項に規定する取引に関する事項を個別

に記載することに代えて日々の合計金額の一括

記載をした場合における当該一括記載に係る取

引に関する事項を確認するための書類

⑵ 同規則第102条第３項に規定する書類

⑶ 法人税法施行規則第８条の３の10第４項に規

定する帳簿代用書類

⑷ 同規則第59条第４項（同規則第59条の４及び

第67条第３項において準用する場合を含みま

す。）に規定する帳簿代用書類

⑸ 次に掲げる書類（⑴から⑷に掲げる書類を除

きます。）

イ 契約書、契約の申込書（当該契約に係る定

型的な約款があらかじめ定められている場合

における当該契約の申込書（ロに掲げる書類

に該当するものを除きます。）を除きます。）

その他これらに準ずる書類

ロ 預貯金（所得税法第２条第１項第10号に規

定する預貯金をいいます。）の預入又は引出

しに際して作成された書類、預貯金の口座の

設定又は解約に際して作成された書類、為替

取引に際して作成された書類（契約の申込書

であって対価の支払を口座振替の方法による

ものとする契約の申込みに際して作成された

ものを除きます。）その他これらに準ずる書

類

ハ 領収書その他現金の収受又は払出しその他
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の支払手段（外国為替及び外国貿易法第６条

第１項第７号に規定する支払手段をいいま

す。）の授受に際して作成された書類

ニ 請求書その他これに準ずる書類（支払手段

による対価の支払を求めることを内容とする

ものに限ります。）

ホ 支払のために提示された手形又は小切手

へ 納品書その他棚卸資産の引渡しに際して作

成された書類（棚卸資産の引渡しを受けた者

が作成したものを除きます。）

ト 自己の作成したイからニまでに掲げる書類

の写し

５ 電子取引の取引情報に係る電磁的記録

の保存要件

所得税（源泉徴収に係る所得税を除きます。）

及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行っ

た場合には、財務省令で定めるところにより、そ

の電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存し

なければならないこととされています（電子帳簿

保存法10）。ただし、財務省令で定めるところに

より、その電磁的記録を出力することにより作成

した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを

保存する場合は、その書面又は電子計算機出力マ

イクロフィルムを保存すればよいこととされてい

ます（電子帳簿保存法10ただし書）。

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に

ついては、システム概要書や可視性の確保、日付

に関する検索機能の確保を保存要件としていまし

たが、情報通信技術の進展やペーパーレス取引が

進む中、適正公平な課税を確保するための環境整

備として、電子取引の取引情報に係る電磁的記録

の保存要件が整備されました。

今回の改正により、保存義務者は、電子取引を

行った場合には、書面又は電子計算機出力マイク

ロフィルムに出力して保存する場合を除き、その

電子取引の取引情報に係る電磁的記録を、その取

引情報の受領が書面により行われたとした場合又

はその取引情報の送付が書面により行われその写

しが作成されたとした場合に、国税に関する法律

の規定により、その書面を保存すべきこととなる

場所に、その書面を保存すべきこととなる期間、

次の⑴に掲げるいずれかの真実性の確保のための

措置を行い、⑵の可視性の確保、⑶のシステムの

概要書等の備付け、⑷の検索機能の確保を行って

保存しなければならないこととなりました（電子

帳簿保存法規則８①）。

⑴ 真実性の確保

① 取引情報の授受後遅滞なく、その電磁的記録

の記録事項に電子署名を行い、かつ、その電子

署名が行われている電磁的記録の記録事項にタ

イムスタンプを付すこと。

② その電磁的記録の記録事項について正当な理

由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理

の規程を定め、その規程に沿った運用を行い、

その電磁的記録の保存に併せてその規程の備付

けを行うこと。

⑵ 可視性の確保

国税関係書類に係る電磁的記録の保存をすべき

場所にその電磁的記録の電子計算機処理の用に供

することができる電子計算機、プログラム、ディ

スプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書

を備え付け、その電磁的記録をディスプレイの画

面及び書面に、整然とした形式及び明りょうな状

態で、速やかに出力することができるようにして

おくこと。

⑶ システムの概要書等の備付け

自社開発のプログラムを使用する場合には、電

子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に併せ

て、その電磁的記録に係る電子計算機処理システ

ムの概要を記載した書類の備付けを行うこと。

⑷ 検索機能の確保

次の要件を満たす検索機能を確保しておくこと。

① 取引年月日、その他の日付け、取引金額その

他の国税関係書類の種類に応じた主要な記録項

目（記録項目）を検索の条件として設定するこ
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とができること。

② 日付け又は金額に係る記録項目については、

その範囲を指定して条件を設定することができ

ること。

③ ２以上の任意の記録項目を組み合わせて条件

を設定することができること。

６ 適用関係

上記の改正は、平成17年４月１日から施行され

ています（e-文書整備法附則１、電子帳簿保存法

規則改正附則１）。

上記５の改正については、平成17年４月１日以

後に行う電子取引の取引情報について適用され、

同日前に行った電子取引の取引情報については、

なお従前の例によることとされています（電子帳

簿保存法規則改正附則２）。

四 各税法等における質問検査権等の規定の整備

１ 改正前の制度の概要

各税法等における質問検査権の規定では、帳簿

書類が検査の対象となっていますが、紙での帳簿

書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされてい

る場合についても、その電磁的記録について質問

検査権の対象となることを法令上明確にしていま

す。

２ 改正の内容

e-文書通則法により、法令の規定により書面で

保存しなければならないとされているものについ

ては、その法令の規定にかかわらず、書面の保存

に代えてその書面に係る電磁的記録の保存を行う

ことができることとなったことに伴い、各税法等

における質問検査権等の対象となる帳簿書類の範

囲に、紙での帳簿書類の保存に代えて電磁的記録

の保存がされている場合についても、その電磁的

記録について質問検査権の対象となることを法令

上明確化するための規定の整備が行われました。

改正された質問検査権の規定は以下のとおりで

す。

相続税法60①、納税貯蓄組合法11①、税理士法

34、酒税法53①五、酒税の保全及び酒類業組合等

に関する法律91①、租税特別措置法37条の11の３

⑩、66条の４⑦、68条の３の５⑥、68条の88⑥、

国税徴収法141、国税通則法97①二、所得税法234

①、法人税法153①、租税条約の実施に伴う所得

税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法

律９①、消費税法62①、地価税法36①、内国税の

適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る

調書の提出等に関する法律５①

３ 適用関係

上記の改正は、平成17年４月１日から施行され

ています（e-文書整備法附則１）。

第三 破産法の改正

一 破産法改正の経緯

破産法については、平成８年10月から法制審議

会倒産法部会において倒産法制全体についての見

直しが開始されましたが、いわゆるバブル経済崩

壊後の不況の長期化とこれに伴う倒産事件の増加

等の理由から、法整備の必要性の高い課題から順

次検討を進める方針がとられ、まず、主として中

小企業向けの再建型倒産処理手続の整備が最優先

の課題とされ、平成11年12月に民事再生法が制定
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されました。この民事再生法では、租税債権は手

続外債権とされ、民事再生法の手続に関わらず滞

納処分を行うことができます。次いで、個人債務

者の再生手続の創設とともに国際倒産法制の整備

を優先して行うこととされ、平成12年11月に、こ

れらを内容とする民事再生法等の一部を改正する

法律及び外国倒産処理手続の承認援助に関する法

律が制定されました。その後は、残された課題で

ある会社更生法と破産法及び倒産実体法等の見直

しの作業を並行して行うこととされ、会社更生法

については、その全面的な改正法が平成14年12月

に成立しました。会社更生法では、租税債権は手

続内に取り込まれ、更生手続により弁済されます。

一方、破産法及び倒産実体法については、平成13

年５月から、倒産法部会の下に設けられた破産法

分科会において、本格的に検討に着手し、１年４

か月にわたる検討を経て、平成14年９月には検討

の場を倒産法部会に移し、同年10月にはそれまで

の議論を取りまとめた「破産法等の見直しに関す

る中間試案」が公表され、パブリック・コメント

の手続に付されました（財務省、国税庁、国税局、

総務省等の連名で中間試案に対する意見が提出さ

れました。提出意見は別紙（412頁）参照。）。そ

の後、倒産法部会では、各界から寄せられた意見

を参考にしつつ要綱案の策定に向けて精力的に審

議が進められ、平成15年７月に「破産法等の見直

しに関する要綱案」が決定され、平成16年２月に

法案提出、同年５月25日に「破産法案」及び「破

産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

案」が可決成立し、同年６月２日に公布されまし

た。この破産法（平成16年法律第75号）は、大正

11年に制定された旧破産法（大正11年法律第71

号）に代わるものとして新たに全文改正をして制

定されたものです。また、「破産法の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律」（平成16年法律

第76号）（以下「破産法整備法」といいます。）は、

破産法の施行に伴い、民事再生法、会社更生法そ

の他の倒産処理手続に関する法律の整備のほか、

民法等の関係法律についても所要の整備を行うも

のであり、国税関係では、国税徴収法が改正され

ました。さらに、平成16年10月20日には、破産法

の施行期日を定める政令（平成16年政令第317号）

（以下「施行日政令」といいます。）が公布され、

施行期日が平成17年１月１日とされたほか、破産

法及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する

政令（平成16年政令第318号）（以下「破産法整備

政令」といいます。）が同日公布され、国税徴収

法施行令が改正されました。

二 破産法改正の概要

今回の破産法の改正は、破産した債務者の財産

の適正かつ公平な清算を目的とする破産手続につ

いて、その迅速化及び合理化を図るとともに手続

の公正さを確保し、利害関係人の権利関係の調整

に関する規律を現代の経済社会に適合したものと

するため、新たに破産法を制定することとされた

ものです。

破産法の主な改正項目は、以下のとおりです。

１ 破産手続全体の見直し

⑴ 手続の迅速化及び合理化

親子会社等の事件の一体処理を可能とするため

管轄裁判所を拡大するほか、破産債権の調査・確

定手続を簡素・合理化するとともに、担保物件の

換価方法を多様化するため破産管財人が担保物件

を任意売却する際に裁判所に担保権の消滅を請求

できる制度等が導入されました。

⑵ 手続の公正さの確保

保全段階における債権者間の平等を図るため債

務者の財産に対する強制執行等を一律に禁止する

包括的禁止命令等の制度を導入するなど保全処分

を拡充させるほか、手続の透明性を確保するため

事件関係書類の閲覧・謄写規定を整備するととも
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に、破産者の説明義務を強化するため破産者の重

要財産開示義務の制度等が導入されました。

２ 個人の破産・免責手続の見直し

破産者の経済生活の再生に資するよう破産者の

自由財産の範囲を標準的な世帯の必要生計費の３

か月分に拡張するほか、免責手続の迅速化を図る

ため破産手続と免責手続とを一体化するとともに、

免責手続終了までの間の破産者の生活の維持を図

るため免責手続中の破産者の財産に対する強制執

行等を禁止する等の見直しが行われました。

３ 倒産実体法の見直し

労働債権の一部を財団債権化し、租税債権の一

部を破産債権化するほか、適正価格による不動産

等の処分に関する否認の要件を明確化する等の見

直しが行われました。

三 破産法に係る国税債権に関連する事項

破産手続おいては、租税債権は、実体法上の優

先関係を前提として、破産債権に優先して随時に

弁済を受けられる財団債権と位置付けられていま

したが、今回、債権者間の衡平や滞納整理に要す

る期間等を考慮して一定の場合に優先順位を引き

下げるという考え方の下に、以下のような改正が

行われました。

１ 租税債権の優先順位の引下げ等

全て財団債権とされている租税債権のうち、破

産手続開始当時、まだ納期限の到来していないも

の又は納期限から一年を経過していないものは財

団債権とし、それ以外のものは優先的破産債権と

されました（破産法148、98）。

破産手続においては、破産手続開始前の原因に

基づいて生じた租税債権（加算税を除きます。）

であって、破産手続開始当時、まだ納期限の到来

していないもの又は納期限から１年（その期間中

に包括的禁止命令が発せられたことにより国税滞

納処分をすることができない期間がある場合には、

当該期間を除きます。）を経過していないものに

ついては、財団債権とされ（破産法148条①三）、

破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受

けることができます（破産法２⑦）。また、財団

債権となった租税債権は、破産債権に先立って弁

済することとされ（破産法151）、管財人により清

算させることとされます。

一方、破産債権は、破産者に対し破産手続開始

前の原因に基づいて生じた財産上の請求権で財団

債権に該当しないものであり（破産法２⑤）、破

産手続開始当時、納期限から一年を経過した租税

等の請求権は財団債権とならず、破産債権となり

ます。また、破産手続開始後の延滞税、利子税又

は延滞金の請求権（破産法97三）、租税等の請求

権であって、破産財団に関して破産手続開始後の

原因に基づいて生ずるもの（同条四）、過少申告

加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算

税等の加算税の請求権（同条五）、罰金、科料等

の請求権（同条六）なども破産債権に含まれるこ

ととされています（破産法97）。また、破産債権

は、破産手続によらなければ、行使することがで

きないこととされており（破産法100①）、管財人

により破産手続に従って配当されることとなりま

す。この破産債権のうち、一般の先取特権その他

一般の優先権がある破産債権は優先的破産債権と

され（破産法98）、民法、商法その他の法律の定

めるところにより、他の破産債権に優先し、租税

債権は、優先的破産債権間では、国税徴収法第８

条から最優先の優先順位となります。ただし、前

述した加算税等の破産法第97条第１号から第７号

までに掲げる請求権等については、劣後的破産債

権とされ、他の破産債権に後れることとなります

（破産法99）。なお、破産債権者間における配当

順位は、① 優先的破産債権、② ①③④以外の

破産債権、③ 劣後的破産債権、④ 約定劣後破

産債権の順位により（破産法194①）、同一順位の
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破産債権については、それぞれの債権の額に応じ

て配当することとされています（破産法194②）。

これらの考え方は、従来、租税は財団債権とし

て構成され、一定の財産がある場合であっても、

これが租税債権に対する弁済に充てられる結果、

財団不足による異時廃止となる事例が多く存在す

るとの指摘がされていました。また、租税債権の

徴収権者は、実体法上、自力執行権を有しており、

納税者の総財産から優先的に債権の回収を図る手

段を付与されていますが、破産者の総財産を清算

する破産手続においては、租税債権に優先的な地

位を付与することにより他の債権者が受ける影響

は、通常の民事執行手続の場合に比して格段に大

きいことにかんがみると、徴収権者が租税債権の

自力執行権を合理的期間内に行使しなかった場合

にまで財団債権として最優先の地位を付与するの

は相当でないと考えられ、新破産法においては、

租税債権を財団債権とする範囲を限定し、一定の

租税債権に限り、財団債権として取り扱うことと

し、それ以外の租税債権については、優先的破産

債権とされたものです。

一方、給料及び退職手当の請求権等のいわゆる

労働債権については、実体法上、その全額につい

て一般の先取特権が認められており（民法308）、

破産手続開始前の原因に基づいて生じた労働債権

はその全額が優先的破産債権とされていましたが、

新破産法では、労働債権の保護を更に強化するた

めに、破産手続開始前の原因に基づいて生じた労

働債権のうち、①未払給料の請求権については、

破産手続開始前３か月間に生じたものを、②退職

手当の請求権については、退職前３か月間の給料

の総額（破産手続開始後に退職した場合において

退職前３か月間の給料の総額に相当する額が破産

手続開始前３か月間の給料の総額よりも少ない場

合には破産手続開始前３か月間の給料の総額）に

相当する額を、それぞれ財団債権とされました

（破産法149）。

２ 附帯税

⑴ 破産手続開始後に生ずる延滞税、利子税（破

産法97三、99）

破産手続開始後に生ずる延滞税、利子税につい

ては、

イ 財団債権となる租税債権につき生じるものは、

財団債権とされます。

ロ 優先的破産債権となる租税債権につき生じる

ものは、他の優先的破産債権に係る利息等と同

様に劣後的破産債権とされます。

これは、附帯税の発生原因となる租税債権が財

団債権となるものについては、その租税債権につ

き随時に弁済を受けられる地位にあるのであるか

ら、その弁済が遅延したことに伴って生ずる破産

手続開始決定後の附帯税についても財団債権とす

るのが相当と考えられたものであり、他方、附帯

税の発生の基因となる租税債権が優先的破産債権

となるものについては、その附帯税部分は、破産

手続開始決定後の利息・損害金に相当するもので

あることから、他の優先的破産債権と同様、劣後

的破産債権とするのが相当と考えられたものです。

⑵ 加算税（破産法97五、99）

加算税については、法制審議会において、制裁

金としての性格を有するものは最終的に本人が負

担すべきものであり、一般債権者の配当を減らす

ことによって債権者が負担することとなるのでは

制裁的意味がなくなるとの議論があり、罰金と同

様に劣後的破産債権とされました。

３ 財団不足になった場合における財団債

権の取扱い

⑴ 破産財団が財団債権の総額を弁済するのに不

足することが明らかになったときは、財団債権

（租税債権を含みます。）については、法令に

定める優先権にかかわらず、まだ弁済していな

い債権額の割合に応じて弁済するものとされま

す（破産法152①）。この場合に、破産財団が財

団債権の総額を弁済するに不足するときであっ
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ても、別除権を行使することを妨げないことと

されています（破産法152①ただし書）。

⑵ ⑴の場合において、破産債権者の共同の利益

のためにする裁判上の費用の請求権並びに破産

財団の管理、換価及び配当に関する費用（租税

債権を含みます。）の請求権は、他の財団債権

に先立って弁済するものとされます（破産法

152②）。

これは、判例においては、破産管財人の報酬

のように総破産債権者のための共益的な費用と

認められるものは、それ以外の財団債権に優先

して弁済すべき旨の判示がされており、現行の

実務においても、この判例の趣旨に従った取扱

いがされており、この判例の考え方を明文化し

たものです。

４ 財団債権に基づく強制執行等の禁止等

破産手続開始の決定があったときは、破産財団

に属する財産に対する財団債権に基づく強制執行

等又は国税滞納処分（交付要求を除きます。）は、

することができないものとされました（破産法43

①）。

これは、従来の破産法規定が、「破産ノ宣告ハ

其ノ処分ノ続行ヲ妨ケス」と規定され、破産宣告

後に新たな滞納処分の着手が可能かどうかについ

ては明文の規定を置いていませんでしたが、判例

はその反対解釈等を理由として、破産宣告後新た

に滞納処分をすることはできない旨判示している

ことから、この考え方を規定上明確化したもので

す。

ただし、破産手続開始決定前に国税徴収法によ

る滞納処分等（交付要求を除きます。）がされて

いる場合には、旧破産法と同様、その処分の続行

を妨げないものとされました（破産法43②）。

この場合、租税債権が優先的破産債権となる場

合についても滞納処分の続行を認めることになり

ますが、その考え方については、破産法等の見直

しに関する中間試案の補足説明（法務省民事局作

成）において、次のように述べられています。

⑴ 租税債権は、実体法上優先的徴収権を有して

おり、その徴収に必要な範囲内で、個別財産を

滞納処分により差し押さえた場合には、その財

産から一般の債権に優先して満足を受けること

ができ、かつ、その財産が差押え後に第三者に

譲渡された場合でも、その財産に追及効がある

という点において、特定財産に対する担保権

（破産債権者に対抗することができるものに限

られる。）と同様の地位を有しているものとい

える。このような観点からすると、破産手続開

始決定前に着手した滞納処分については、別除

権と同様に、破産手続開始決定後も手続外での

権利行使を認めるのが相当であると考えられる。

⑵ 租税債権について納税の猶予等の徴収緩和措

置をとる場合には、原則として担保の提供を受

けるものとされているところ、徴収緩和措置を

とって、担保の提供を受けた場合であっても破

産手続上は別除権者として取り扱われることか

らすると、原則的徴収手段である滞納処分によ

る差押え（又は参加差押え）が破産手続開始決

定前にされている場合には、少なくとも、納税

の猶予等により担保の提供を受けた場合と同程

度の優先的地位が与えられるべきであると解さ

れる。

なお、破産手続開始の申立てがあった場合にお

いて、他の手続の中止命令によっては破産手続の

目的を十分に達成することができないおそれがあ

ると認めるべき特別の事情があるときは、債務者

の主要な財産に保全処分等をした場合には、利害

関係人の申立て又は職権で、破産手続の開始決定

があるまでの間、全ての債権者に対し、債務者の

財産に対する強制執行等及び国税滞納処分（交付

要求を除きます。）の禁止を命ずることができま

す（破産法25）。

５ 適用関係

これらの改正は、平成17年１月１日（破産法の

公布の日から起算して１年を超えない範囲内にお

いて政令で定める日）から施行されています（破

産法附則１、施行日政令）。
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四 破産法整備法による国税徴収法の改正

１ 交付要求先着手による国税の優先

⑴ 改正前の制度の内容

納税者の財産につき強制換価手続が行われた場

合において、国税及び地方税の交付要求があつた

ときは、その換価代金につき、先にされた交付要

求に係る国税は、後にされた交付要求に係る国税

又は地方税に先立って徴収し、後にされた交付要

求に係る国税は、先にされた交付要求に係る国税

又は地方税に次いで徴収することとされています

（徴法13）。

⑵ 改正の内容

同じ優先順位である国税と地方税とが競合した

場合の調整措置である交付要求先着手について、

破産手続の迅速化等の観点から、破産手続におい

ては適用させないこととすることとされました

（徴法13）。

これは、破産者の全財産を換価して配当する破

産手続においては、届出が早い租税債権者に換価

代金の全額につき優先的な地位を付与することが

相当か、手続の迅速化に資すると言えるか、とい

う問題があることが法制審議会において指摘され、

交付要求先着手主義は適用しないこととされたも

のです。なお、財団債権である租税債権について

は、破産法第152条第1項において、「法令に定め

る優先権に関わらず」と規定されていることから、

国税徴収法第13条の適用はありません。優先的破

産債権である租税債権については、実体法の優先

順位によることとなるため、この規定を置いたも

のです。

２ 交付要求の手続

⑴ 改正前の制度の内容

滞納者の財産について破産手続が行われた場合

には、執行機関（破産管財人）に対して、滞納に

係る国税につき、交付要求を行うこととされてい

ます（徴法82①）。

⑵ 改正の内容

新たに破産債権となる租税債権については、破

産手続の執行機関（破産管財人）ではない裁判所

への届出（破産法114）を交付要求により行うこ

とになることから、交付要求書の提出先は破産事

件を取り扱う裁判所とすることとされました（徴

法82①）。

破産法第114条（一般的な破産債権者の債権の

届出を規定した破産法第111条の特例規定）では、

租税等の請求権の額及び原因その他最高裁判所規

則で定める事項を裁判所に届け出なければならな

いこととされており、最高裁判所規則では、請求

者の名称、住所等、請求権に関する訴訟があると

きはその係属する裁判所等、優先的破産債権、劣

後的破産債権であるときはその旨等の事項が定め

られました（破産規則36（平成16年最高裁判所規

則14号））。このうち、優先的破産債権等の別の届

出を義務付けることとしたのは、破産管財人が配

当表を作成するに当たっては、租税等の請求権等

についても、他の破産債権と同様に、届出に係る

請求権の優先・劣後の別を把握する必要があるか

らです。

なお、財団債権については、届出の制度がなく、

その把握は、破産管財人の調査に委ねざるを得ず、

把握が困難なもの（労働債権、事務管理・不当利

得等）が多く、一方で、手続外で随時弁済される

債権であり、破産管財人により弁済されるもので

あることから、破産手続による制約を当然に受け、

財団債権者自身がその事実を破産管財人に早期に

知らしめることは財団債権者の利益の確保の面か

らも重要であることから、財団債権者は破産手続

開始の決定があったことを知ったときは、速やか

に、財団債権を有する旨を破産管財人に申し出る

（口頭でもよい。）こととされています（破産規
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則50）。国税については、破産手続が行われた場

合には、破産管財人に対し交付要求しなければな

らないこととされており（徴法82①）、この交付

要求があった場合には、破産規則に定める申出が

あったものと評価されることから、交付要求以外

に申出を行う必要はありません。

３ 適用関係

これらの改正は、平成17年１月１日（破産法の

施行の日）から適用されています（破産法整備法

附則１、施行日政令）。

五 破産法整備政令による国税徴収法施行令の改正

１ 交付要求書の記載事項

⑴ 改正前の制度の内容

交付要求は、交付要求書をその基因となった手

続の執行機関すなわち行政機関等、裁判所、執行

官又は破産管財人に送達することによって行いま

すが、破産手続において、租税債権が破産債権と

なる場合には、その破産事件を取り扱う裁判所に

送達することによって行うこととされており、税

務署長が交付要求をしたときは、その旨を滞納者

に通知しなければならないこととされています

（徴法82②）。

この通知は、執行機関の名称、交付要求に係る

国税の年度、税目等、強制換価手続が開始されて

いる財産の名称、数量等の事項を記載した書面で

しなければなりません（徴令36②）。

また、強制換価手続により配当を受けることが

できる債権者は、交付要求があったときは、税務

署長に対し一定の理由に該当することを理由とし

て、その交付要求を解除すべきことを請求するこ

とができるとされており（徴法84①）、その請求

書には、請求に係る交付要求の年月日及び交付要

求を受けている執行機関の名称の他、滞納者の氏

名等、一定の理由に該当する事実等の事項を記載

しなければならないこととされています（徴令

37）。

⑵ 改正の内容

新たに破産債権となる租税債権については、交

付要求書の提出先が破産事件を取り扱う裁判所と

することとされたことに伴い、交付要求をした場

合の滞納者への通知及び交付要求解除請求書の記

載事項のうち、執行機関の名称については、交付

要求に係る破産事件を取り扱う裁判所の名称を記

載することとされました（破産法整備政令12、徴

令36②）。

２ 適用関係

上記の改正は、平成17年１月１日（破産法の施

行の日）から施行されています（破産法整備政令

附則１）。

(別 紙）

平成14年11月29日

「破産法等の見直しに関する中間試案」に対する意

見

○ 財務省 主税局、関税局

○ 国税庁徴収部、札幌国税局徴収部、仙台国税局

徴収部、関東信越国税局徴収部、東京国税局徴収

部、金沢国税局徴収部、名古屋国税局徴収部、大

阪国税局徴収部、広島国税局徴収部、高松国税局

徴収部、福岡国税局徴収部、熊本国税局徴収部、

沖縄国税事務所徴収課

○ 総務省自治税務局、東京都、神奈川県、愛知県、

大阪府、福岡県北九州市、神奈川県伊勢原市、香

川県三豊郡仁尾町

○ 国土交通省 総合政策局、土地・水資源局、都

市・地域整備局、河川局、道路局

この意見は、国税、国税と同様の規定を置いてい

る地方税及び国税徴収法等を準用して同様の扱いと

なっている租税公課について、その主な所管省庁、
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執行機関又は自治体の意見として、今後の法制審議

会の審議の参考としていただくため、提出するもの

である。

【中間試案】

第２ 各種債権の優先順位

１ 租税債権

⑴ 破産宣告前の原因に基づいて生じた租税債権

① 破産宣告前の原因に基づいて生じた国税徴

収法又は国税徴収の例により徴収することの

できる請求権（以下「租税債権」という。）で

あって、破産宣告の日以後又はその前の一定

期間内に納期限が到来するものは、財団債権

とするものとする。

② ①以外の租税債権は、優先的破産債権とす

るものとする。

(注) ①の一定期間をどの程度にするかにつ

いては、なお検討する。

⑵ ⑴の租税債権の破産宣告後に生ずる附帯税

⑴により財団債権となる租税債権の附帯税は

財団債権とし、⑴により優先的破産債権となる

租税債権の附帯税は劣後的破産債権とするもの

とする。

⑶ 破産財団に関して破産宣告後の原因に基づい

て生ずる租税債権

① 破産財団に関して破産宣告後の原因に基づ

いて生ずる租税債権は、破産財団の管理、換

価及び配当に関する費用の請求権（破産法第

47条第３号参照）に該当すると認められるも

のに限り、財団債権とするものとする。

② ①以外のものについては、劣後的破産債権

とするものとする。

⑷ 租税債権に基づく滞納処分

破産宣告後は、新たに租税債権に基づく滞納

処分をすることができない旨の明文の規定を設

けるものとする。

(注) 破産宣告前に国税徴収法又はその例によ

る滞納処分による差押えがされている場合

には、現行法と同様、当該滞納処分を続行

することにより破産手続外で配当を受ける

ことができるものとする（破産法第71条第

１項参照）。

【⑴（一部の租税債権の優先的破産債権化）につい

て】

実体法上、租税債権に優先権が認められているの

は、①租税が国又は地方公共団体の存立及び活動の

財政的裏付けとなるものであること、②租税は究極

の共益費用であること、③租税は課税要件を充足す

ることによって成立するものであって、当事者間の

契約によって選択的に成立させることのできる私債

権とは根本的に異なるものであること等によるもの

である。

債務の清算を目的とする破産手続においても、実

体法上認められている租税債権の優先性は尊重され

なければならず、特に、包括的な強制換価手続を円

滑に進める観点から破産宣告後の新たな滞納処分が

禁止され、司法手続が行政手続に制約を加えている

ことからすれば、破産手続が開始される前と同様に、

租税債権が確実に徴収できる制度でなければならな

い。また、破産手続が開始されたことによって、租

税債権の優先性が後退し、確実な徴収が妨げられる

こととなれば、税務行政に対する信頼確保という観

点からも問題がある。したがって、租税債権につい

ては、現行どおり、財団債権とすべきである。

仮に、破産手続における租税債権の優先性を後退

させるのであれば、それだけの合理的な必要性がな

ければならない。

国税の滞納整理の実態について、平成13年度末に

おける滞納の発生年度別の整理状況（東京、大阪、

名古屋局の合計）をみてみると、一般的に具体的納

期限から３年間では滞納税額の約20％が残っており、

５年間では15％程度が、10年間でも10％近くが残っ

ているのが現状である。これは、差押可能な財産の

発見に至らない事案や差押財産を公売に付したにも

かかわらず売却に至らない事案、滞納者が課税処分

を争っている訴訟事案など、様々な事案があるため

である。

租税の滞納整理においては、①限られた職員で膨

大な滞納事案について、督促後に、面談や電話によ

る納付折衝を行い、さらに納付能力調査や差押財産
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調査を行った上で、納税の猶予等や財産の差押えを

行うというように、手続を積み重ねて処理を行って

いくことから、相当の期間を要すること、②滞納者

の事業の継続等にも配慮し、納税の猶予等の要件を

満たしている滞納者については、積極的に納税の猶

予等を行っているほか、滞納処分による財産の差押

えをする場合においても滞納者の事業に係る当座預

金や売掛金債権等の差押えはできるだけ避けている

のが実情であること、を考慮すれば、現行において、

ほとんどの事案について、合理的期間内に自力執行

権の行使等が行われていると考えている。

これらのことを考慮すれば、中間試案のように、

破産宣告前の一定の期間より前に租税債権の納期限

が到来していることをもって、その租税債権を一律

に優先的破産債権とすることには、合理的な必要性

を認めることができない。

したがって、税務当局が合理的期間内に権利行使

をしていないことを理由にその租税債権の優先性を

後退させるという場合には、中間試案のように、一

定の期間で区切ることは適当でなく、個々の事案ご

とに判断すべきである。

【①の「一定の期間」について】

仮に、破産宣告前の「一定の期間」より前に具体

的納期限が到来した租税債権を一律に優先的破産債

権とするとすれば、徴収職員は、基本的には具体的

納期限から「一定の期間」内に滞納事案を処理せざ

るを得なくなることを考慮すれば、この「一定の期

間」については、限られた徴収職員で大量反復的に

発生する滞納事案を効率的に処理することを前提に、

一般的に滞納整理に要する期間を考慮して定める必

要がある。

滞納整理の実情を無視した期間を定めるとすれば、

徴収職員は、大量反復的に発生する滞納事案を短期

間に処理しなければならないため、滞納者から積極

的に担保を提供し、納付計画を示して来ない限り、

一律に、滞納となったら直ちにより効率的に滞納租

税を徴収できる滞納者の事業に係る当座預金や売掛

金等を差し押さえざるを得なくなる。

しかし、このような差押え等を行った場合には、

銀行や取引先等が滞納者に対して非常に厳しく対応

するのが通常であり、これまで破綻を免れていた滞

納者まで事業の継続等が困難になるという意図しな

い結果が生ずることも考えられることから、この

「一定の期間」については、少なくとも、このよう

な滞納整理をしなくても済むような期間とすべきで

ある。

【⑵（破産宣告後に生ずる附帯税）について】

優先的破産債権となる本税に係る破産宣告後の附

帯税については、破産債権者間の利率が異なること

による不公平をなくすために、他の優先的破産債権

に係る利息等と同様に劣後的破産債権とするもので

あるとすれば、一応の合理的な必要性を認めること

ができると考えている。

これに対し、財団債権とされる本税に係る破産宣

告後の附帯税については、補足説明のとおり、随時

に弁済を受けられる地位にあるのであるから、その

弁済が遅延したことに伴って生ずる破産宣告後の附

帯税についても、引き続き財団債権とすべきである。

【(注)書きの（破産宣告前の滞納処分の続行）につい

て】

１ 補足説明において、破産宣告前に滞納処分によ

る差押えがされている場合に手続の続行を認める

べき理由が述べられており、例えば、「租税債権は、

実体法上優先徴収権を有しており、その徴収に必

要な範囲内で、個別財産を滞納処分により差し押

さえた場合には、その財産から一般の債権に優先

して満足を受けることができ、かつ、その財産が

差押え後に第三者に譲渡された場合であっても、

その財産に対する追及効があるという点において、

特定財産に対する担保権（破産債権者に対抗する

ことができるものに限られる。）と同様の地位を有

しているものといえる。このような観点からする

と、破産宣告前に着手した滞納処分については、

別除権と同様に、破産宣告後も手続外での権利行

使を認めるのが相当である」とされているが、当

方も、これらの理由はそのとおりであると考えて

おり、破産宣告前に滞納処分による差押えがされ
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ている場合には、破産宣告後も手続外での権利行

使を認めるべきである。

２ 滞納整理においては、滞納者の財産を差し押さ

えた後、直ちに換価して租税債権を徴収できる事

案だけでなく、差押えをした上で換価の猶予をす

る事案や事業への影響が少ない財産を選択して差

し押さえたために公売に付してもなかなか売却に

至らない事案や滞納者が課税処分を争っているた

めに差押財産の換価等を行わず事実上の徴収の猶

予を行っている事案など、差押え後も、滞納とな

っているのがやむを得ない様々な事案があるのが

実情である。仮に、中間試案のように破産宣告前

の一定の期間より前に納期限が到来している租税

債権を一律に優先的破産債権とする場合において、

この滞納処分の続行が認められないとすれば、滞

納租税の具体的納期限から一定の期間内に、滞納

者の財産を差し押さえるだけでは足りず、完全に

徴収してしまわなければならなくなるため、滞納

となったら直ちに、より効率的に滞納租税を徴収

できる滞納者の事業に係る当座預金や売掛金等を

差し押さえて、取立てを行うという方法をとらざ

るを得なくなる。この場合には、これまで、破綻

を免れていた滞納者まで事業の継続等が困難にな

るという意図しない結果が生ずることになる。

第四 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための

社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法

律の施行に伴う国税徴収法の改正

振替決済制度の対象に株式等が加えられるとと

もに、株券不発行制度の整備が行われたことに伴

い、国税徴収法の改正が行われました。

この改正は、株式等の取引に係る決済の合理化

を図るための社債等の振替に関する法律等の一部

を改正する法律（平成16年法律第88号）（以下

「社債、株式等振替法」といいます。）により行

われ、平成16年６月９日に公布されています。

一 社債等振替法の改正の概要

１ 株券不発行制度の導入

国債、地方債、社債等（以下「振替社債等」と

いいます。）については、社債等の振替に関する

法律（以下「社債等振替法」といいます。）によ

り、券面を必要としない振替決済制度が設けられ

ています。

今回、決済期間の短縮や決済リスクの削減、資

金調達や組織再編成等の低コスト化・迅速化の観

点から、社債等振替法等を改正し、株券の不発行

を認める制度を導入するとともに、社債等につい

て導入した振替決済制度を株式にも導入すること

とされ、具体的には、振替口座簿の振替のみによ

って権利移転を行うことができる振替決済制度の

対象に株式を加え、株券を発行することなく、一

般投資家が金融機関に口座を開設して口座振替の

方法により株式を流通させることを可能にするこ

ととされました。

また、新株引受権、新株予約権、新株予約権付

社債及び投資口等についても、振替決済制度の対

象に加え、株式と同様の振替を行うことができる

こととされました。

２ 対象範囲

振替決済制度の対象範囲について、従来対象と

していた振替社債等の債権に加え、株式、新株引

受権、新株予約券付社債等の株式や株式と社債を

セットしたもの等（以下「振替株式等」といいま
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す。）を対象として追加することとされ、従来は、

債権に限られていたものが、株式や株式・債権等

の混合したものまで対象とすることとされました。

３ 振替決済制度の構造

振替株式等については、振替社債等のために構

築した振替決済制度をそのまま利用することから、

振替決済に必要な規定については、振替社債等と

同様の規定を置くこととされ、株式等の固有の手

続である総株主通知とこれに基づく名義書換手続、

会社組織の変更に係る規定等を追加して整備され

ました。

振替決済制度の実際の運用は、本年から短期社

債や国債の運用を開始したが、平成17年を目途に

他の振替社債等を扱うこととし、振替株式等につ

いては、施行日と同様、５年後を目途に運用する

ことが予定されています。

基本となる振替社債等の振替決済制度は、社債

券等を発行せず、振替機関又は口座管理機関（以

下「振替機関等」といいます。）の備える振替口

座簿上の振替等により決済を行うこととされてお

り、この振替社債等とは、社債等振替法第２条第

１項（定義）に規定する社債等のうちその権利の

帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるも

のとされているものをいい、次のような特性を有

しています。

① 振替社債等の権利の帰属は、原則として、振

替機関等の振替口座簿の記載又は記録により定

まることとさとれており（社債等振替法66、88

等）、また、振替社債等については、社債券等

を発行することができないこととされています

（社債等振替法67①、89①等）。

② 振替社債等の発行者は、原則として、社債権

者等に対し、振替社債等の償還をするのと引換

えに振替口座簿上の抹消の申請をすることを請

求することができます（社債等振替法71⑦、96

⑦等）。なお、振替社債等の償還は、振替口座

簿上の抹消がされていなくても有効に行うこと

ができます。

③ 振替社債等の譲渡は、振替の申請により、譲

受人が振替口座簿にその譲渡に係る金額の増額

の記載又は記録を受けなければ、その効力を生

じないこととされています（社債等振替法73、

98等）。

二 国税徴収法の改正

１ 改正前の振替社債等の差押手続

振替社債等の差押手続については、証券システ

ム改革法（平成14年法律第65号）における国税徴

収法の一部改正により、その差押手続が創設され

ました。

国税徴収法は、滞納処分手続の明確化の観点か

ら、同様の差押手続ごとに規定する必要があるこ

とから、滞納者の財産を動産・有価証券、債権、

不動産等(船舶・航空機、自動車・建設機械・小

型船舶)及び無体財産権等に区分し、それぞれの

区分ごとに同様の差押手続を定めており（徴法47

以下）、振替決済制度の対象とされた振替社債等

は全て債権であったため、国税徴収法第62条の債

権の差押手続の特例として、同法第62条の２に振

替社債等の差押手続が規定されていました。具体

的には、振替社債等（社債等のうちその権利の帰

属が振替口座簿の記載又は記録により定まるもの

とされるもの）の滞納処分による差押えは、債権

の差押手続の特例として、第三債務者（発行者）

及び滞納者がその口座の開設を受けている振替機

関等に対する債権差押通知書の送達により行い、

その差押えの効力は、債権差押通知書が振替機関

等に送達された時に生ずることとされています

（徴法62の２）。

２ 改正後の振替株式等の差押手続

今回の改正により、振替決済制度の対象が、債

権に限られず、株式や株式・債権等の混合したも

のまで対象とされることから、もはや国税徴収法
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第62条の債権の差押手続の特例として規定するこ

とはできないこととなりました。

しかしながら、振替株式等は振替社債等と同様

に第三債務者等のある財産であり、同じ振替決済

制度を利用することから、同様の差押手続となり

ます。したがって、バスケット的な財産区分であ

る無体財産権等の差押手続として規定するため、

同法第54条の「債権」の定義から振替社債等の差

押手続の適用を受けるものを除外し、同法第73条

の第三債務者等のある無体財産権等の差押手続の

特例として同法第62条の２と同様の規定を置くこ

ととされました。具体的には、

① 振替株式・社債等の差押えは、発行者及び滞

納者がその口座の開設を受けている振替機関等

に対する差押通知書の送達により行う（徴法73

の２①）。

② 徴収職員は、振替株式・社債等を差し押さえ

るときは、発行者に対しその履行を、振替機関

等に対し振替株式・社債等の振替又は抹消を、

滞納者に対し振替株式・社債等の取立てその他

の処分又は振替若しくは抹消の申請を禁じなけ

ればならない（徴法73の２②）。

③ 振替株式・社債等の差押えの効力は、差押通

知書が振替機関等に送達された時に生ずる（徴

法73の２③）。

こととされました。

３ 適用関係

この改正は、株式等の取引に係る決済の合理化

を図るための社債等の振替に関する法律等の一部

を改正する法律の施行日（社債、株式等振替法の

公布の日（平成16年６月９日）から起算して５年

以内の政令で定める日）から適用することとされ

ています。５年以内の日とされたのは、株式等を

振替制度の対象とするには、振替のための大規模

なコンピュータシステムを構築する必要があるた

めです。

振替社債等に対する差押え
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第五 電子公告制度の導入に伴う税理士法の改正

商法の改正により、電子公告制度が導入された

ことに伴い、税理士法の改正が行われました。

この税理士法の改正は、電子公告制度の導入の

ための商法等の一部を改正する法律（平成16年法

律第87号）により行われ、平成16年６月９日に公

布されています。

１ 商法の改正

今回の商法の改正は、インターネット時代に対

応した周知性の高い公告の実現を図るとともに、

公告コストの削減を図ろうとするものであり、そ

の改正の概要は、以下のとおりです。

⑴ 株式会社における電子公告制度の導入

① 株式会社が公告を行う方法について、官報、

日刊新聞紙のほか、新たにインターネットのホ

ームページへの掲載（以下「電子公告」といい

ます。）が認められました。

② 電子公告を継続すべき期間については、公告

事項の種類に応じて定めることとされました

（２週間～５年間）。

③ 株式会社は、電子公告（貸借対照表及び損益

計算書の公告を除きます。）を行う場合には、

当該電子公告について調査機関の調査を受けな

ければならないものとされました（過料の制裁

により担保）。

④ 調査機関制度（民間参入可能な登録制とし、

法務大臣に報告徴収、立入検査、監督命令、登

録取消権限が与えられます。）を新設し、調査

機関は、電子公告を行う会社から求められた場

合は、一定の頻度で当該会社の公告が掲載され

ているホームページを閲覧して電子公告が行わ

れているかどうかを調査し、その結果を調査報

告書として作成するものとされました。

⑵ 債権者保護手続の簡素化

① 株式会社が合併、資本減少、準備金減少、会

社分割に際して行う債権者保護手続について、

官報公告に加え、日刊新聞紙又は電子公告によ

り公告を行った場合には、知れている債権者に

対する個別催告を省略することができるものと

されました。

② 合名会社、合資会社、有限会社及び税理士法

人、監査法人等の合併につき商法第100条を準

用している各法人（官報公告を強制しているも

のに限る。）についても、株式会社に準じた改

正が行われました。

２ 税理士法の改正

⑴ 改正前の制度の概要

税理士法においては、税理士法人又は税理士会

の合併について商法の規定を準用し、これらの合

併に際しては、債権者保護の観点から、債権者に

対して一定期間内に異議を申し出るべき旨を官報

で公告するとともに、知れたる債権者には、個別

に催告しなければならないこととされています

（税法48の21⑥、49の12②において準用する商法

100①）。

⑵ 改正の内容

今回、商法の改正により、合名会社が行う公告

の方法として日刊新聞紙又は電子公告の方法が追

加され、合併の公告を官報に掲載するとともに、

日刊新聞紙又は電子公告のいずれかの方法で行う

場合（二重公告）には、知れたる債権者に対する

個別催告を省略することができることとされるこ

とに伴い、税理士法においても、税理士法人又は

税理士会が合併する場合について、これらの商法

の改正規定を準用することとされました。

また、同様に、電子公告について調査機関制度

が創設されることに伴い、税理士法においても、

これらの改正規定を準用するとともに、調査機関

に対する罰則について、税理士法に商法に準じた

罰則規定を設けることとされました（税法48の21
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⑥、49の12②、62一、64五、65）。

⑶ 適用関係

この改正は、平成17年２月１日から施行されて

います（電子公告制度の導入のための商法等の一

部を改正する法律の施行期日を定める政令（平成

16年政令第384号））。

第六 不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関

係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国税徴

収法の改正

不動産登記法の改正により、不動産登記につい

て電子情報処理組織を使用する方法によるオンラ

イン申請が可能になったことに伴い、国税徴収法

の改正が行われました。

この国税徴収法の改正は、不動産登記法の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成16年

法律第124号）により行われ、平成16年６月18日

に公布されています。

１ 不動産登記法の改正の概要

不動産登記の電子情報処理組織を使用する方法

によるオンライン申請を可能にする（書面による

申請も許容する。）こととされました。

２ 国税徴収法の改正

⑴ 改正前の保全担保命令に係る権利移転の登記

の嘱託

納税者が消費税等（消費税を除きます。）を滞

納した場合において、その後その者に課すべきそ

の国税の徴収を確保することができないと認めら

れるときは、税務署長は、その国税の担保として、

金額及び期限を指定して、その者に担保の提供を

命ずることができることとされています。また、

税務署長は、その国税（酒税を除きます。）の担

保の提供を命じた場合において、納税者がその指

定された期限までにその命ぜられた担保を提供し

ないときは、その国税に関し、その者の財産で抵

当権の目的となるものにつき指定した金額を限度

として抵当権を設定することを書面で納税者に通

知することができることとされています。

この通知があったときは、その通知を受けた納

税者は、抵当権を設定したものとみなされ、この

場合、税務署長は、抵当権の設定の登記の嘱託を

関係機関に書面で行うこととされています。また、

その嘱託に係る書面には、第三項の書面が同項の

納税者に到達したことを証する書面を添付するこ

ととされていますが、この場合、不動産登記法に

規定する登記義務者の承諾書の添付は要しないこ

ととされています（徴法158）。

⑵ 改正の内容

今回、不動産登記について電子情報処理組織を

使用する方法によるオンライン申請が可能とされ

ることに伴い、税務署長が保全担保命令に係る抵

当権の設定登記の嘱託をオンラインにより行う場

合にも、書面で行う場合に準じて行うことができ

ることとされました（徴法158）。

⑶ 適用関係

この改正は、不動産登記法の公布の日（平成16

年６月18日）から起算して１年を超えない範囲内

において政令で定める日（平成17年3月7日（不動

産登記法の施行期日を定める政令（平成16年政令

第378号））から施行されています（不動産登記法

の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則

１、不動産登記法附則１）。
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第七 民事執行法の改正に伴う国税通則法及び

国税徴収法等の改正

民事執行法の改正により、簡易裁判所における

少額訴訟に関する債権執行制度が創設されたこと

に伴い、国税通則法、国税徴収法及び滞納処分と

強制執行等との手続の調整に関する法律（以下

「滞調法」といいます。）の改正が行われました。

これらの改正は、民事関係手続の改善のための

民事訴訟法等の一部を改正する法律（平成16年法

律第152号）により行われ、平成16年12月３日に

公布されています。

また、民事関係手続の改善のための民事訴訟法

等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の

整備に関する政令（平成16年政令第419号）によ

り、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関す

る政令（以下「滞調令」といいます。）の改正が

行われました。

１ 民事執行法の改正の概要

民事執行法の改正により創設された少額訴訟債

権執行の概要は、次のとおりです。

① 少額訴訟（１回の期日で審理を終え、即日判

決するもの。訴額の上限額は60万円）の利便性

を執行段階まで及ぼすようにするため、少額訴

訟に係る債務名義については、地方裁判所にお

ける通常の債権執行のほかに、よりアクセスし

やすい少額訴訟の受訴裁判所である簡易裁判所

における債権執行（少額訴訟債権執行）の手続

が設けられました。

② 手続の簡易迅速化を図るため、少額訴訟債権

執行においては、裁判所書記官が執行機関とさ

れました。

③ 少額訴訟債権執行の手続は、通常の債権執行

における差押命令に相当する裁判所書記官の差

押処分により開始するものとされました。

２ 国税通則法の改正

⑴ 改正前の制度の内容

税務署長等は、還付金を還付等する場合には、

一定の起算日からその支払決定等の日までの期間

の日数に応じた還付加算金を加算することとされ

ています（通法58①）。ただし、この還付金等の

請求権について強制執行による差押命令が発せら

れたときは、その差押命令の送達を受けた日の翌

日から７日を経過した日までの期間は、差押債権

者に弁済できない（民事執行法155）ため、還付

加算金の計算期間から控除することとされていま

す（通法58②）。

⑵ 改正の内容

今回、民事執行法の改正により創設される少額

訴訟債権執行においても、その差押処分の送達を

受けた日の翌日から７日を経過した日までの期間

は、差押債権者に弁済できないこととされる（新

民事執行法167の14による同法155の準用）ことか

ら、差押命令が発せられたときと同様の扱いとな

るよう、国税通則法第58条第２項について、所要

の整備が行われました。

⑶ 適用関係

この改正は、この法律の公布の日（平成16年12

月３日）から起算して１年を超えない範囲内にお

いて政令で定める日から適用することとされてい

ます。この施行日政令（民事関係手続の改善のた

めの民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期

日を定める政令（平成16年政令第418号））が平成

16年12月27日に公布され、施行期日が平成17年4

月１日とされました。これは、今回の改正法が、

民事関係手続改善のための様々な新しい制度を創

設し、主要な民事関係手続である民事訴訟手続、
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非訟事件手続及び民事執行手続の基本的な事項に

ついてそれぞれ重要な改正を加えるものであり、

その内容は全国の裁判所における民事事件の運

用・当事者の訴訟活動等に多大な影響を与えるも

のであるため、その趣旨及び内容について関係各

方面への十分な周知徹底を図るとともに、新制度

の運用については、全国の裁判所において弁護士

会等との協議等を含めた十分な準備を整えておく

必要があるためです。

３ 国税徴収法の改正

⑴ 改正前の制度の内容

国税徴収法は、強制換価手続の執行機関を、滞

納処分を執行する行政機関その他の者、裁判所、

執行官及び破産管財人と定義しています（徴法２

十三）。

⑵ 改正の内容

今回創設される少額訴訟債権執行については、

裁判所書記官がその執行機関とされることに伴い、

国税徴収法の執行機関に裁判所書記官を加える所

要の整備が行われました。

⑶ 適用関係

この改正は、上記の改正と同様に平成17年4月

１日から施行されています。

４ 滞調法・滞調令の改正

⑴ 改正の内容

滞調法は、差押手続が同じである財産の種類ご

とに、滞納処分と強制執行等とが競合した場合の

手続の調整について定めています。今回、少額訴

訟に関する債権に対する強制執行の方法として少

額訴訟債権執行が設けられることに伴い、債権に

対する強制執行等と滞納処分が競合した場合の調

整規定（滞調法20の３～20の８、36の３及び36の

６～36の11）について、所要の整備が行われまし

た。

また、滞調令は、第三債務者からの取立金等の

残金の交付の際の通知（滞調令12の８）、強制執

行等の決定があった場合の処置（滞調令12の９）、

滞納処分による差押えの通知等（滞調令29）、強

制競売の申立ての取下げ等の通知があった場合の

通知等の規定の準用（滞調令31）の規定について、

執行機関として、差押処分がされている場合には、

その差押処分をした裁判所書記官を加える旨の改

正が行われました。

⑵ 適用関係

この改正は、上記の改正と同様に平成17年4月

１日から施行されています。

第 不動産の鑑定評価に関する法律の改正に伴う

税理士法の改正

不動産の鑑定評価に関する法律の改正に伴い、

税理士法の登録拒否事由及び業務の停止に係る規

定等の改正が行われました。

この税理士法の改正は、不動産取引の円滑化の

ための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する

法律（平成16年法律第66号）により行われ、平成

16年６月２日に公布されています。

一 不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正の概要

主な改正の概要は、以下のとおりです。なお、

改正法の施行は、平成17年４月１日（不動産鑑定

士資格取得制度に係る改正は、平成18年２月１

日）とされています。
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１ 不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の業

務

不動産鑑定士又は不動産鑑定士補は、不動産の

鑑定評価を職務とするほか、不動産の客観的価値

に作用する諸要因に関する調査・分析等を業とす

ることができるものとし、これらの業務を「鑑定

評価等業務」と位置付け、当該業務に関して不正

又は著しく不当な行為を行ったときは、懲戒処分

の対象とされました。また、これに併せ、不動産

鑑定士又は不動産鑑定士補の守秘義務、研鑽義務

等の整備が行われました。

２ 不動産鑑定士資格取得制度の見直し

第一次～第三次試験を廃止し、短答式試験と論

文式試験の１回２段階の試験制度とするほか、試

験合格者であって、実務修習の修了者に不動産鑑

定士の資格を付与することとし、これに伴い、不

動産鑑定士補の資格制度を廃止することとされま

した。

二 税理士法の改正の概要

１ 改正前の制度の概要

税理士の登録申請を行う場合において、懲戒処

分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計

士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保

険労務士の業務を禁止された者又は不動産鑑定業

者の業務に関し不動産の鑑定評価を行うことを禁

止された不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補で、

現にその処分を受けているものは、その登録を受

けることができないこととされています（税理士

法24一）。

また、税理士の登録を受けた後、懲戒処分によ

り上記の職業専門家としての業務を禁止された者

は、その処分を受けている間、税理士業務を行っ

てはならないこととされています（税理士法43）。

２ 改正の内容

今回、不動産鑑定士等に対する懲戒処分の対象

が拡大されることに伴い、不動産の鑑定評価に関

する法律に規定する鑑定評価等業務を行うことを

禁止された不動産鑑定士又は不動産鑑定士補で、

現にその処分を受けているものは、税理士の登録

を受けることができないこととされるとともに

（税理士法24一）、税理士が、懲戒処分により、

不動産鑑定士等の鑑定評価等業務を禁止された場

合においては、その処分を受けている間、税理士

業務を行ってはならないこととされました（税理

士法43）。

また、不動産鑑定士補の資格制度が廃止される

ことに伴い、所要の規定の整備が行われました

（税理士法４九、24一、43）。

３ 適用関係

上記の税理士法の改正は、平成17年４月１日か

ら施行され、改正前の不動産の鑑定評価に関する

法律の規定により不動産鑑定業者の業務に関し不

動産の鑑定評価を行うことを禁止された不動産鑑

定士又は不動産鑑定士補に係る税理士の登録拒否

事由及び税理士の業務の停止については、なお従

前の例によることとされています（不動産の鑑定

評価に関する法律改正附則19）。

なお、不動産鑑定士補の廃止に伴う改正は、平

成18年２月１日から施行され、同日以後に不動産

鑑定士補である者に係る税理士の欠格条項、税理

士の登録拒否事由及び税理士の業務の停止につい

ては、なお従前の例によることとされています

（不動産の鑑定評価に関する法律改正附則20）。
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第九 行政事件訴訟法の一部を改正する法律に伴う

国税通則法の改正

行政事件訴訟法は、近年における行政需要の増

大と行政作用の多様化に伴い、行政による国民の

利益調整が一層複雑多様化するなどの変化が生じ

ていることに対応し、行政事件訴訟につき、国民

の権利利益のより実効的な救済手続の整備を図る

観点から、①国民の権利利益の救済範囲の拡大を

図り、②審理の充実及び促進を図るとともに、③

これを利用しやすく、分かりやすくするための仕

組みを整備し、④さらに本案判決前における仮の

救済の制度の整備を図ること等を目的として、平

成16年６月に改正されました。

行政訴訟制度については、平成14年３月19日に

閣議決定された司法制度改革推進計画において、

「行政事件訴訟法の見直しを含めた行政に対する

司法審査の在り方に関して、「法の支配」の基本

理念の下に、司法及び行政の役割を見据えた総合

的多角的検討を行い、遅くとも本部設置期限（平

成16年11月末）までに、所要の措置を講ずる」と

定められ、司法制度改革推進本部に行政訴訟検討

会を設置して議論が進められ、平成16年１月６日

に「行政訴訟制度の見直しのための考え方」（以

下、「考え方」といいます。）が公表されました。

これを基に行政事件訴訟法の一部を改正する法案

が作成されました。また、被告適格の改正に伴い、

国税通則法等の規定が整備されました。

行政事件訴訟法の一部を改正する法律案の国会

審議経過は、平成16年５月14日の衆議院法務委員

会、同月18日の本会議で可決され、６月１日の参

議院法務委員会、同月２日の本会議で可決され、

成立しました。両院の委員会及び本会議において

は、いずれも全会一致で原案のとおり可決されて

おり、両委員会では、それぞれ附帯決議が付され、

６月９日、行政事件訴訟法の一部を改正する法律

（平成16年法律第84号）が公布されました。さら

に、10月15日、行政事件訴訟法の一部を改正する

法律の施行期日を定める政令（平成16年政令第

311号）が公布され、施行期日が平成17年４月１

日に定められました。

国税に関する法律に基づく処分に関する訴訟に

ついては、不服申立前置（通法115）や原告が行

う証拠の申出に関する規定（通法116）等を除い

て、行政事件訴訟法等の法律の定めによることと

され（通法114）、行政事件訴訟法等の法律が税務

訴訟についての一般法となっています。

以下、税務訴訟に関する一般法として重要な地

位を占める行政事件訴訟法について、その改正の

概要とこれに伴う国税通則法の改正の概要を解説

します。

一 行政事件訴訟法の改正の概要

１ 改正の内容

⑴ 訴訟類型

① 義務付けの訴え

次に掲げる場合において、行政庁がその処分

又は裁決をすべき旨を命ずることを求める抗告

訴訟の類型として「義務付けの訴え」を定める

こととされました（行訴法３⑥）。

イ 非申請型の義務付けの訴え 行政庁が一定

の処分又は裁決をすべきであるにかかわらず

これがされないとき（ロに掲げる場合を除

く。）。

ロ 申請型の義務付けの訴え 行政庁に対し一

定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく

申請又は審査請求がされた場合において、当

該行政庁がその処分又は裁決をすべきである
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にかかわらずこれがされないとき。

考え方では、義務付け訴訟について、「給付

行政など国民の行政に対する権利が拡充し、国

民の権利利益の保護に行政が果たすべき役割も

増大している現代行政に対応して司法による救

済の実効性を高めるため、行政庁が処分をすべ

きことが一義的に定まる場合に、一定の要件の

下で行政庁が処分をすべきことを義務付ける訴

訟類型として義務付け訴訟を新たに法定する。」

とされたことを受け、義務付けの訴えが明示さ

れました。具体的な要件等については、行政事

件訴訟法第37条の２、第37条の３において定め

られています。

② 差止めの訴え

行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでない

にかかわらずこれがされようとしている場合に

おいて、行政庁がその処分又は裁決をしてはな

らない旨を命ずることを求める抗告訴訟の類型

として「差止めの訴え」を定めることとされま

した（行訴法３⑦）。

考え方では、差止め訴訟について、「行政の

多様化に対応し、取消訴訟による事後救済のほ

かに行政に対する事前の救済方法を定めること

によって司法による救済の実効性を高めるため、

行政庁が特定の処分をしようとする場合で、そ

の処分をしてはならないことが一義的に定まる

ときに、一定の要件の下で行政庁が処分をする

ことを事前に差し止める訴訟類型として差止訴

訟を新たに法定する。」とされたことを受け、

差止めの訴えが明示されました。具体的な要件

等については、行政事件訴訟法第37条の４にお

いて定められています。

③ 公法上の法律関係に関する確認の訴え

当事者訴訟の類型として「公法上の法律関係

に関する確認の訴え」を例示することとされま

した（行訴法４）。

これは、国民の権利利益の救済範囲を拡大す

るという観点から、当事者訴訟としての確認訴

訟の活用を図るため、「公法上の法律関係に関

する確認の訴え」が例示として加えられ、実質

的当事者訴訟の中に含まれることが明らかにさ

れました。

⑵ 原告適格

裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者につ

いて取消訴訟の原告適格の要件である法律上の利

益の有無を判断するに当たっては、当該処分又は

裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによるこ

となく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分

において考慮されるべき利益の内容及び性質を考

慮するものとし、この場合において、当該法令の

趣旨及び目的を考慮するに当たっては、当該法令

と目的を共通にする関係法令があるときはその趣

旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内

容及び性質を考慮するに当たっては、当該処分又

は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場

合に害されることとなる利益の内容及び性質並び

にこれが害される態様及び程度をも勘案するもの

とされました（行訴訟９②）。

改正前の行政事件訴訟法では、取消訴訟は、そ

の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者

に限り提起できるものとされ、「法律上の利益」

の解釈を巡って様々な議論がありました。考え方

では、「国民の利益調整が複雑多様化している現

代行政にふさわしい考え方として、法律の形式・

規定ぶりや行政実務の運用等にとらわれずに法律

の趣旨・目的や処分において考慮されるべき利益

の内容・性質等を考慮するなど、原告適格が実質

的に広く認められるために必要な考慮事項を規定

する。」とされ、原告適格についての判断につい

ての考慮事項が定められました。

⑶ 被告適格等

取消訴訟につき、被告適格者を原則として行政

庁から国又は公共団体に改めるとともに、処分又

は裁決をした行政庁を明らかにする手続を定め、

併せて、処分又は裁決をした行政庁が当該処分又

は裁決に係る国又は公共団体を被告とする訴訟に

ついて、裁判上の一切の行為をする権限を有する

ものとされました（行訴法11）。
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改正前の行政事件訴訟法では、取消訴訟等の抗

告訴訟の被告適格を有する者は、原則として、処

分又は裁決をした行政庁とされていましたが、考

え方において、「被告適格を有する行政庁を特定

する原告の負担を軽減し、訴えの変更などの手続

をしやすくするため、抗告訴訟について処分をし

た行政庁を被告とする現行の制度を改め、処分を

した行政庁の所属する国又は公共団体を被告とす

る。」とされ、被告適格の簡明化が図られ、審理

の充実と迅速化に資することとされました。

たとえば、国税に関する更正又は決定は、これ

らの処分をする際におけるその国税の納税地を所

轄する税務署長が行うこととなっていますので

（通法30①）、国が被告となることになります。

⑷ 管轄

取消訴訟につき、被告の普通裁判籍の所在地を

管轄する裁判所にも管轄を認め、国又は独立行政

法人若しくは所定の法人を被告とする取消訴訟は、

原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所

の所在地を管轄する地方裁判所にも、提起するこ

とができることとし、移送の規定を設けることと

されました（行訴法12）。

改正前の行政事件訴訟法では、行政庁を被告と

する取消訴訟はその行政庁の所在地の裁判所の管

轄に属し、一定の特別管轄裁判所にも管轄が認め

られていました。考え方において、「行政訴訟に

おける裁判所の専門性を確保しつつ訴えを提起す

る原告の便宜に資するため、国を被告とする抗告

訴訟の管轄裁判所を拡大する。」とされ、行政事

件訴訟をより利用しやすく、分かりやすくするた

めの仕組みとして、抗告訴訟の管轄裁判所が拡大

されました。

これにより、国税に関する抗告訴訟の管轄裁判

所は、これまでの処分をした税務署（又は国税

局）の所在地を管轄する裁判所の他、国の普通裁

判籍の所在地を管轄する裁判所及び原告である納

税者の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所

の所在地を管轄する地方裁判所になります。

⑸ 出訴期間

取消訴訟につき、処分又は裁決があったことを

知った日から３か月の出訴期間を６か月に延長し、

この期間を経過したときでも、正当な理由がある

ときは、訴えを提起することができるものとし、

審査請求があった場合の出訴期間の起算日を改め

ることとされました（行訴法14）。

考え方では、「出訴期間の定めによる行政の安

定も考慮しつつ国民が訴訟による権利利益の救済

を受ける機会を適切に確保するため「処分があっ

たことを知った日から３か月」とされている取消

訴訟の出訴期間を６か月に延ばす。」とされてい

ます。また、この出訴期間は、従来は不変期間と

されていましたが（旧行訴法14②）、この規定が

削除され、第１項にただし書きが加えられ、出訴

期間内に訴えを提起することが出来なかったこと

に正当な理由がある場合については、個々の事案

に応じてその救済を図ることが可能となりました。

⑹ 釈明処分の特則

裁判所は訴訟関係を明瞭にするため必要がある

と認めるときは行政庁に対し処分又は裁決の理由

を明らかにする資料の提出を求めること等ができ

ることとし、処分についての審査請求に対する裁

決を経た後に取消訴訟の提起があったときは、行

政庁に対し当該審査請求に係る事件の記録の提出

を求めること等ができることとされました（行訴

法23の２）。

考え方では、「審理の充実・促進の観点から、

訴訟の早期の段階で、処分の理由・根拠に関する

当事者の主張及び争点を明らかにするため、新た

に釈明処分の特例を定め、裁判所が、行政庁に対

し、裁決の記録や処分の理由を明らかにする資料

の提出を求めることができることとする。」とさ

れ、民事訴訟法第151条（民事訴訟一般の釈明処

分）の特則が設けられ、審理の充実及び促進を図

ることとされました。

⑺ 執行停止

執行停止の要件について「回復の困難な損害」
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を「重大な損害」に改め、重大な損害を生ずるか

否かの判断に当たっては損害の回復の困難の程度

を考慮するものとし損害の性質及び程度並びに処

分の内容及び性質をも勘案するものとされました

（行訴法25）。

考え方では、「行政活動や社会の多様化に対応

し、個別事情に即してより適切な権利利益の救済

に資する執行停止決定をすることができるように

するため、執行停止の要件につき、損害の性質の

みならず、損害の程度や処分の内容及び性質が適

切に考慮されるような規定に改める。」とされ、

処分等により生ずる損害について、その回復の困

難の程度が著しいとまでは認められない場合であ

っても、具体的な処分の内容及び性質をも勘案し

た上で、損害の程度を勘案して「重大な損害」を

生ずると認められるときは、執行停止が認められ

ることになると考えられます。

⑻ 義務付けの訴えの要件等

義務付けの訴えを提起する際の要件等に関する

規定を設けることとされました（行訴法37の２、

37の３）。

非申請型の義務付けの訴えは、一定の処分がさ

れないことにより重大な損害を生ずるおそれがあ

り、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法

がないときに限り、提起することができます（行

訴法37の２①）。また、裁判所は、その重大な損

害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害

の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の

性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案

するものとされます（行訴法37の２②）。そして、

この義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をす

べき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益

を有する者に限り、提起することができます（行

訴法37の２③）。義務付けの訴えがこれらの要件

に該当する場合には、その義務付けの訴えに係る

処分につき、行政庁がその処分をすべきであるこ

とがその処分の根拠となる法令の規定から明らか

であると認められ又は行政庁がその処分をしない

ことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用

となると認められるときは、裁判所は、行政庁が

その処分をすべき旨を命ずる判決をすることにな

ります（行訴法37の２⑤）。

申請型の義務付けの訴えは、①当該法令に基づ

く申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの

処分又は裁決がされないこと、②当該法令に基づ

く申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処

分又は裁決がされた場合において、当該処分又は

裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若

しくは不存在であることのいずれかに該当すると

きに限り、提起することができます（行訴法37の

３①）。また、この訴えは、①又は②の法令に基

づく申請又は審査請求をした者に限り、提起する

ことができ（行訴法37の３②）、提起するときは、

①に該当する場合には、その処分又は裁決に係る

不作為の違法確認の訴え、②に該当する場合には、

その処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認

の訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しな

ければなりません（行訴法37の３③）。さらに、

併合して提起された義務付けの訴え及び①②に係

る訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしな

ければなりません（行訴法37の３④）。義務付け

の訴えがこれらの要件に該当する場合には、その

訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、

その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、

行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであるこ

とがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規

定から明らかであると認められ又は行政庁がその

処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範

囲を超え若しくはその濫用となると認められると

きは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分

又は裁決をすべき旨を命ずる判決をすることにな

ります（行訴法37の３⑤）。

⑼ 差止めの訴えの要件

差止めの訴えを提起する際の要件に関する規定

を設けることとされました（行訴法37の４）。

差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされる

ことにより重大な損害を生ずるおそれがある場合

に限り、提起することができます。ただし、その
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損害を避けるため他に適当な方法があるときは、

この限りではありません（行訴法37の４①）。裁

判所は、その重大な損害を生ずるか否かを判断す

るに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮

するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又

は裁決の内容及び性質をも勘案するものとされて

います（行訴法37の４②）。また、差止めの訴え

は、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならな

い旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を

有する者に限り（行訴法９②の規定を準用してそ

の有無を判断します。）、提起することができます

（行訴法37の４③）。差止めの訴えがこれらの要

件に該当する場合には、その差止めの訴えに係る

処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは

裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決

の根拠となる法令の規定から明らかであると認め

られ又は行政庁がその処分若しくは裁決をするこ

とがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用と

なると認められるときに、裁判所は、行政庁がそ

の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決

をすることになります（行訴法37の４⑤）。

⑽ 仮の義務付け及び仮の差止め

① 義務付けの訴えの場合

義務付けの訴えの提起があった場合において、

その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされ

ないことにより生ずる償うことのできない損害

を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案に

ついて理由があるとみえるときは、裁判所は、

申立てにより、決定をもって、仮に行政庁がそ

の処分又は裁決をすべき旨を命ずることができ

ることとされました（行訴法37の５①）。

考え方では、「義務付け訴訟又は差止訴訟の

本案判決を待っていたのでは償うことができな

い損害を生ずるおそれがある場合に迅速かつ実

効的な権利救済を可能にするため、一定の要件

の下で、裁判所が、行政に対し、処分をすべき

ことを仮に義務付け、又は処分をすることを仮

に差し止める裁判をする新たな仮の救済の制度

を設ける。」とされ、義務付け訴訟及び差止訴

訟が法定された（行訴法３⑦⑧）ことに対応し

て、仮の義務付け及び仮の差止めの制度が創設

されました。

仮の義務付け制度は、義務付けの訴えに対応

する本案判決前における仮の救済の制度として、

義務付けの訴えの提起があった場合において、

一定の要件の下で、裁判所が、仮に行政庁がそ

の義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき

旨を命ずることができることとなります。

② 差止めの訴えの場合

差止めの訴えの提起があった場合において、

その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされる

ことにより生ずる償うことのできない損害を避

けるため緊急の必要があり、かつ、本案につい

て理由があるとみえるときは、裁判所は、申立

てにより、決定をもって、仮に行政庁がその処

分又は裁決をしてはならない旨を命ずることが

できることとされました（行訴法37の５②）。

仮の差止め制度は、差止めの訴えに対応する

本案判決前における仮の救済制度として、差止

めの訴えの提起があった場合において、一定の

要件の下で、裁判所が、仮に行政庁がその差止

めの訴えに係る処分又は裁決をしてはならない

旨を命ずることができることとなります。

③ その他

その他、仮の義務付け又は仮の差止めの要件

及び手続に関する規定を設けることとされまし

た（行訴法37の５③～⑤）。

仮の義務付け又は仮の差止めに関しては、償

うことのできない損害を避けるため緊急の必要

があり、かつ、本案について理由があるとみえ

るときである必要がありますが、公共の福祉に

重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、仮の

義務付け又は仮の差止めをすることができない

等の規定が整備されました。

当事者訴訟の出訴期間

法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟につき、

その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な

理由があるときは、その期間を経過した後であっ
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ても、提起することができることとされました

（行訴法40①）。

取消訴訟等の提起に関する事項の教示

行政庁が、処分又は裁決をする場合には、その

相手方に対し、当該処分又は裁決に係る取消訴訟

の被告とすべき者、出訴期間等を書面で教示しな

ければならないこととされました（行訴法46）。

行政不服審査の申立てには教示制度があります

が、改正前の行政事件訴訟法では、訴訟の提起に

関する情報の提供の制度は存在していませんでし

た。考え方では、「処分の相手方に取消訴訟によ

って行政を争う方法について適切な情報を提供し、

権利利益の救済を得る機会を十分に確保するため、

取消訴訟の被告、出訴期間等に関する情報提供

（教示）の制度を新設する。」とされ、取消訴訟

等の提起に関する事項の教示の制度が新設されま

した。

具体的には、取消訴訟を提起することができる

処分又は裁決をする場合には、処分又は裁決の相

手方に対して、次の事項を書面で教示しなければ

なりません（行訴法46①）。

イ 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の被告とす

べき者

ロ 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の出訴期間

ハ 法律にいわゆる不服審査前置の定め（当該処

分についての審査請求に対する裁決を経た後で

なければ処分の取消しの訴えを提起することが

できない旨の定め）があるときはその旨（この

場合、審査請求があった日から３か月を経過し

ても裁決がないときなど裁決を経ないでも処分

の取消しの訴えを提起することができる場合

（行訴法８②、通法115①等）についても、あ

わせて教示する必要があります。）

また、審査請求に対する裁決に対してのみ取消

訴訟を提起することができる、いわゆる裁決主義

の定めがある場合には、行政庁は、当該処分をす

るときに、当該処分の相手方に対し、法律にその

定めがある旨を書面で教示しなければなりません

（行訴法46②）。

さらに、当事者訴訟のうち、当事者間の法律関

係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴

訟で法令の規定によりその法律関係の一方を被告

とするもの（形式的当事者訴訟）を提起すること

ができる処分又は裁決をする場合には、行政庁は、

当該処分又は裁決の相手方に対し、当該訴訟の被

告とすべき者及び当該訴訟の出訴期間を書面で教

示しなければなりません（行訴法46③）。

ただし、いずれの場合も当該処分を口頭でする

場合には、教示をする必要がありません（行訴法

46①②③ただし書）。

２ 適用関係

上記の改正は、平成17年４月１日から施行され

ています（改正行訴法附則１）。

今回の改正は、国民の権利利益のより実効的な

救済手続の整備を図ることを目的としているもの

であり、できる限り救済の機会を広く適用すると

の考えから、改正後の行政事件訴訟法は、原則と

して、その施行前に生じた事項にも適用すること

とされています。ただし、改正前の行政事件訴訟

法により生じた効果を妨げるものではないとされ

ています（改正行訴法附則２）。

この経過措置に関する原則の例外としては、次

のものがあります。

被告適格に関しては、改正法の施行の際現に係

属している訴訟の被告適格については、なお従前

の例によることとされています（改正行訴法附則

３）。

出訴期間については、改正法の施行前にその期

間が満了した処分又は裁決に関する訴訟の出訴期

間に関しては、なお従前の例によることとされて

います（改正行訴法附則４）。

改正法の施行前にされた処分又は裁決について

は、取消訴訟等の提起に関する事項の教示につい

て定める改正後の行政事件訴訟法第46条の規定は

適用されないこととされています（改正行訴法附

則５）。

なお、政府は、改正行政事件訴訟法の施行後５

年を経過した場合において、この法律による改正
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後の行政事件訴訟法の施行の状況について検討を

加え、必要があると認めるときは、その結果に基

づいて所要の措置を講ずるものとされています

（改正行訴法附則50）。これは、今回の改正で、

例えば、新たな訴訟類型として義務付けの訴え及

び差止めの訴えを設けるとともに、新たな仮の救

済の制度として仮の義務付け及び仮の差止めの制

度を設け、また、審理の充実及び促進を図るため

釈明処分の特則を新設するなどの新たな制度を導

入していることから、改正後の行政事件訴訟法の

運用状況を見極める必要があることから設けられ

たものです。

二 国税通則法の改正の概要

１ 被告適格の改正に伴う国税通則法の規

定の整備

⑴ 改正前の制度の概要

課税処分に係る処分の取消しの訴えにおいては、

その訴えを提起した者（納税者）が必要経費等の

存在等自己に有利な事実につき課税処分の基礎と

された事実と異なる旨を主張しようとするときは、

「相手方当事者となった税務署長又は税関長」が

その課税処分の基礎となった事実を主張した日以

後遅滞なくその異なる事実を具体的に主張し、併

せてその事実を証明すべき証拠の申出をしなけれ

ばならないこととされています（旧通法116①）。

⑵ 改正の概要

今回、抗告訴訟の被告が行政庁の所属する国等

とされることに伴い、課税処分に係る処分の取消

しの訴えにおいては、その訴えを提起した者（納

税者）が必要経費等の存在等自己に有利な事実に

つき課税処分の基礎とされた事実と異なる旨を主

張しようとするときは、「相手方当事者である国」

がその課税処分の基礎となった事実を主張した日

以後遅滞なくその異なる事実を具体的に主張し、

併せてその事実を証明すべき証拠の申出をしなけ

ればならないこととされました（通法116①）。

２ その他の改正

上記の他、相続税に係る処分に対する訴訟に関

する規定（相続税法附則３）や滞納処分に関する

不服申立て等の期限の特例（徴法171②）につい

て、所要の規定の整備が行われています。

３ 適用関係

上記の改正は、平成17年４月１日から施行され

ています（改正行訴法附則１）。
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